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特集　ブラジルにおける集団訴訟制度を通じた消費者被害救済と抑止手法の現況（一）

特
集　

ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
集
団
訴
訟
制
度
を
通
じ
た
消
費
者
被
害
救
済
と
抑
止
手
法
の
現
況
（
一
）

ブ
ラ
ジ
ル
集
団
訴
訟
制
度
の
由
来
、
特
徴
、
諸
外
国
へ
の
普
及

ア
ダ
・
ペ
レ
グ
リ
ー
ニ
＝
グ
リ
ノ
ー
ヴ
ェ
ル 

ツ
ヨ
シ
・
オ
ー
ハ
ラ
／
訳 

前
田
美
千
代
／
監
訳 

工　

藤　

敏　

隆
／
監
修

一　

集
団
的
利
益
に
つ
い
て

　

専
門
家
の
皆
様
を
前
に
し
て
集
団
的
利
益
又
は
超
個
人
的
利
益
の
概
念
や
重
要
性
に
つ
い
て
講
義
す
る
意
思
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た

一　

集
団
的
利
益
に
つ
い
て

二　

ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
超
個
人
的
利
益
の
裁
判
上
の
救
済

三　

ブ
ラ
ジ
ル
の
集
団
訴
訟
ミ
ニ
シ
ス
テ
ム
の
由
来

四　

拡
散
的
、
集
合
的
及
び
同
種
個
別
的
利
益
又
は
権
利

五　

ブ
ラ
ジ
ル
の
集
団
訴
訟
制
度
と
米
国
の
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
と
の
相
違

六　

大
陸
法
（Civil Law

）
諸
国
へ
の
ブ
ラ
ジ
ル
集
団
訴
訟
制
度
の
普
及

七　

要
約
及
び
結
論
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だ
、
個
人
的
利
益
の
範
囲
を
超
え
て
集
団
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
、
そ
の
性
質
か
ら
超
個
人
的
利
益
、
拡
散
的
利
益
あ
る
い
は
広

義
の
集
団
的
利
益
と
呼
ば
れ
る
利
益
に
関
す
る
紛
争
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
種
の
紛
争
を
裁
判
に
よ
っ
て
処
理
し
は
じ
め
た
の
は
、
米
国
で
す（

（
（

。
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
（Class A

ction

）
と
称
す
る
訴

訟
で
、
エ
ク
イ
テ
ィ
（Equity

）
か
ら
誕
生
し
ま
し
た
が（

（
（

、
一
九
三
八
年
か
ら
制
定
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た（

（
（

。

コ
モ
ン
ロ
ー
（Com

m
on Law

）
主
義
の
他
の
国
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
守
り
な
が
ら
も
、
米
国
の
制
度
を
順
次
採
用
し
て
き

ま
し
た（

（
（

。
し
か
し
、
大
陸
法
（Civil Law

）
主
義
の
国
に
お
い
て
は
、
実
体
法
上
の
権
利
者
と
訴
訟
法
上
の
権
利
者
の
一
致
、
既
判

力
等
の
判
決
効
の
主
観
的
範
囲
の
観
念
が
強
く
、
超
個
人
的
利
益
の
保
護
に
関
す
る
問
題
の
解
決
に
戸
惑
っ
て
い
ま
し
た
。

二　

ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
超
個
人
的
利
益
の
裁
判
上
の
救
済

　

ブ
ラ
ジ
ル
の
訴
訟
法
は
、
イ
タ
リ
ア
法
学
界
の
一
九
七
〇
年
代
の
理
論
的
考
察
を
も
と
に
、
直
ち
に
運
用
で
き
る
拡
散
的
権
利
の

裁
判
上
の
救
済
制
度
を
構
築
し
ま
し
た（

（
（

。

　

ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
、
拡
散
的
利
益
の
救
済
に
関
す
る
最
初
の
取
組
み
は
、
憲
法
で
認
め
ら
れ
て
い
た
民
衆
訴
訟
に
関
す
る
法
律

（Lei da A
ção Popular

）
の
一
九
七
七
年
改
正
の
た
め
の
作
業
の
際
に
始
ま
り
ま
し
た
。
同
改
正
法
は
、
公
共
財
産
の
保
護
を
目
的

と
し
て
い
た
憲
法
の
規
定
の
趣
旨
を
拡
大
し
て
、
公
共
財
産
の
概
念
に
芸
術
的
、
審
美
的
、
歴
史
的
又
は
観
光
的
財
産
及
び
権
利
を

盛
込
み
ま
し
た（

（
（

。

　

そ
の
後
、
一
九
八
一
年
八
月
六
日
付
法
律
第6.938

号
と
し
て
登
場
し
た
国
家
環
境
政
策
法
（Lei da Política N

acional do M
eio 

A
m

biente

）
に
よ
り
、
環
境
を
侵
害
し
た
者
に
対
す
る
刑
事
上
及
び
民
事
上
の
責
任
を
追
及
す
る
た
め
の
原
告
適
格
が
検
察
庁

（M
inistério Público

）
に
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
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し
か
し
、
制
度
を
更
に
充
実
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
一
九
八
五
年
に
（
広
義
で
の
）
環
境
及
び
消
費
者
の
保
護
を
目
的
と
し
た
公

共
民
事
訴
訟
法
（Lei da A

ção Civil Pública

）
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
は
、
不
可
分
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
拡
散
的
利

益
を
対
象
と
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
一
九
八
八
年
連
邦
憲
法
も
、
そ
の
各
種
規
定
に
お
い
て
集
団
的
利
益
の
重
要
性
を
強
調
し
ま

し
た（

（
（

。

　

そ
し
て
、
一
九
九
〇
年
の
消
費
者
保
護
法
典
が
、
当
該
公
共
民
事
訴
訟
法
の
適
用
範
囲
を
広
げ
て
、
訴
訟
物
を
問
わ
ず
、
す
べ
て

の
拡
散
的
又
は
集
合
的
利
益
に
適
用
さ
せ
る
に
至
り
ま
し
た
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
従
来
は
単
に
個
人
的
取
扱
い
の
み
可
能
で

あ
っ
た
権
利
が
、
共
通
訴
点
の
観
点
か
ら
民
事
裁
判
に
お
い
て
集
合
的
に
処
理
し
う
る
権
利
又
は
利
益
と
し
て
、
同
種
個
別
的
権
利

と
称
す
る
新
規
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
な
っ
て
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
現
行
法
で
は
、
消
費
者
保
護
法
典
中
の
訴
訟
法
に
関
す
る
規
定
は
、

消
費
者
利
益
か
否
か
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
拡
散
的
、
集
合
的
又
は
同
種
個
別
的
利
益
及
び
権
利
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
（
公
共
民
事
訴
訟
法
二
一
条（

（
（

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
在
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
は
、
公
共
民
事
訴
訟
法
と
消
費
者
保
護
法
典
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
集
団
訴
訟
ミ
ニ

シ
ス
テ
ム
が
存
在
す
る
と
い
え
ま
す（

（
（

。

三　

ブ
ラ
ジ
ル
の
集
団
訴
訟
ミ
ニ
シ
ス
テ
ム
の
由
来

　

大
陸
法
（Civil Law

）
の
国
の
間
で
先
駆
的
で
あ
る
ブ
ラ
ジ
ル
の
集
団
訴
訟
制
度
が
コ
モ
ン
ロ
ー
（Com

m
on Law

）
に
お
け
る

ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
（Class A

ction

）
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
、
米
国
の
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ

ン
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
の
イ
タ
リ
ア
の
法
学
者
た
ち
、
と
り
わ
け
、
カ
ペ
レ
ッ
テ
ィ

（Cappelletti

）、
デ
ン
テ
ィ
（D

enti

）、
ト
ロ
ッ
ケ
ル
（T

rocker

）、
ビ
ゴ
リ
ッ
チ
（V

igoriti

）
の
学
説
も
考
慮
し
ま
し
た（

（1
（

。
従
っ
て
、
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米
国
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
採
り
入
れ
た
の
で
は
な
く
、
国
の
政
治
的
社
会
的
事
情
に
合
わ
せ
た
も
の
を
構
築
し
た
わ
け
で
す
。

　

米
国
で
は
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
制
度
が
順
次
拡
張
さ
れ
、
法
秩
序
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一

九
三
八
年
の
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
（Federal Rules of Civil Procedure

）
は
、
そ
の
二
三
条
に
根
本
的
な
規
定
を
設
け
て
、
訴
訟

の
種
類
を
区
別
し
ま
し
た（

（1
（

。

　

し
か
し
、
実
践
的
に
、
各
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
種
類
を
決
め
て
そ
れ
に
特
化
し
た
裁
判
処
理
を
定
め
る
の
は
困
難
で
、
一
九
六

六
年
、
専
門
家
た
ち
（
民
事
規
則
諮
問
委
員
会
）
に
よ
り
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
の
関
連
規
定
が
改
正
さ
れ
ま
し
た（

（1
（

。

　

一
九
六
六
年
改
正
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
二
三
条
は
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
を
実
用
的
か
つ
機
能
的
な
も
の
に
し
た
と
評
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
全
て
の
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
に
共
通
す
る
四
つ
の
基
本
的
要
件
（prerequisities

）
を
定
め
る
と
と
も
に
（
ａ
項
一
号
な
い

し
四
号
）、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
を
三
種
類
に
区
分
し
、
各
種
類
で
異
な
る
要
件
を
定
め
て
い
ま
す
（
ｂ
項
一
号
な
い
し
三
号
）（

（1
（

。
ク
ラ

ス
ア
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
提
訴
後
早
い
段
階
で
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
に
つ
き
、
裁
判
所
が
認
証
（certification

）
を
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
（
ｃ
項
一
号
）。

　
ａ
項
の
基
本
的
要
件
と
は
、
三
種
類
の
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
全
て
に
共
通
し
て
必
要
と
さ
れ
る
訴
訟
要
件
、
入
り
口
要
件

（threshold requirem
ents

）
の
こ
と
で
す
。

　

ｂ
項
が
規
定
す
る
三
種
類
の
う
ち
一
号
及
び
二
号
は
、
強
制
的
（m

andatory

）
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
ブ
ラ
ジ
ル
法
で

は
拡
散
的
利
益
及
び
集
合
的
利
益
を
保
護
す
る
た
め
の
訴
訟
に
対
応
し
ま
す
。
あ
と
の
一
つ
で
あ
る
同
項
三
号
に
は
、
オ
プ
ト
ア
ウ

ト
（opt out

）
の
選
択
を
認
め
る
こ
と
か
ら
非
強
制
的
（not m

andatory

）
で
あ
る
「
損
害
賠
償
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
（class 

action for dam
ages

）」
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
法
で
は
個
別
的
被
害
の
賠
償
を
目
的
と
し
た
同
種
個
別
的

利
益
保
護
の
訴
訟
に
該
当
し
ま
す
。

　

損
害
賠
償
に
関
す
る
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
二
三
条
ａ
項
に
定
め
ら
れ
た
基
本
的
要
件
を
満
た
し
た
上
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で
、
同
条
ｂ
項
三
号
が
規
定
す
る
次
の
二
つ
の
追
加
的
要
件
も
具
備
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
一
は
、
支
配
性

（predom
inance

）
で
す
。
す
な
わ
ち
、
共
通
し
た
法
律
上
及
び
事
実
上
の
問
題
が
、
個
人
的
な
問
題
に
比
べ
支
配
的
に
重
要
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
二
は
、
優
位
性
（superiority

）
で
す
。
す
な
わ
ち
、
集
団
的
救
済
が
、
公
正
性
及
び
効
率
性
の
観
点

か
ら
、
個
人
的
救
済
に
勝
る
と
い
う
こ
と
で
す（

（1
（

。
ｂ
項
三
号
に
は
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
要
件
に
次
い
で
、
支
配
性
と
優
位
性
を
判
断

す
る
際
の
考
慮
要
素
が
例
示
さ
れ
て
い
ま
す
（
ｂ
項
三
号
🄐
～
🄓
）。

　

こ
の
規
定
の
趣
旨
は
、
裁
判
制
度
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
確
保
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
米
国
法
制
度
で
は
、
二
つ
の
側
面
と
し
て
、

個
別
的
に
極
め
て
小
さ
く
且
つ
拡
散
し
た
利
益
の
訴
訟
的
処
理
を
簡
易
化
さ
せ
る
と
と
も
に
、
裁
判
に
よ
る
判
決
の
最
も
高
い
効
率

性
を
図
る
こ
と
を
原
理
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
、
時
間
、
労
力
及
び
費
用
の
節
約
並
び
に
判
決
の
一
貫
性
の
確

保
を
目
指
す
も
の
で
す
。

　

共
通
し
た
争
点
が
個
人
的
な
争
点
に
対
し
支
配
的
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
支
配
性
の
要
件
は
、
個
別
訴
訟
の
多
発
に
よ
り
集
団
的

救
済
が
無
意
味
に
な
る
こ
と
を
考
慮
し
て
お
り
、
優
位
性
の
要
件
は
、
判
決
の
清
算
及
び
執
行
が
特
に
極
め
て
困
難
な
問
題
に
お
い

て
判
決
を
分
断
さ
せ
な
い
こ
と
の
有
利
性
を
考
慮
し
て
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

米
国
の
裁
判
所
は
、「
損
害
賠
償
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
（dam

age class action

）」
の
手
続
の
各
段
階
に
お
い
て
、
前
記
一
九
六

六
年
改
正
に
関
す
る
諮
問
委
員
会
注
記
（A

dvisory Com
m

ittee
’s notes

）
に
基
き
、
判
決
の
公
正
と
効
率
の
必
要
性
に
鑑
み
て
支

配
性
と
優
位
性
の
要
件
を
遵
守
さ
せ
ま
す
。
米
国
法
上
の
手
続
の
過
程
を
素
描
し
ま
す
と
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
認
証

（certification

）（
こ
れ
に
対
し
て
は
上
訴
が
で
き
ま
す（

（1
（

）
に
次
い
で
、
和
解
に
関
す
る
協
議
が
行
わ
れ
ま
す
。
事
件
が
ト
ラ
イ
ア
ル
に

付
さ
れ
る
場
合
、
当
事
者
の
請
求
が
あ
れ
ば
陪
審
（jury

）
に
よ
る
審
理
が
行
わ
れ
ま
す（

（1
（

。
当
事
者
に
よ
る
立
証
を
経
て
陪
審
に
よ

る
評
決
が
さ
れ
た
場
合
、（
評
決
に
矛
盾
等
が
あ
れ
ば
、
評
決
を
無
視
し
て
判
決
を
す
る
こ
と
や
ト
ラ
イ
ア
ル
を
や
り
直
す
こ
と
も
例
外
的

に
可
能
で
す
が
）、
裁
判
所
は
評
決
に
基
づ
い
て
判
決
を
し
ま
す
。
賠
償
額
の
ク
ラ
ス
メ
ン
バ
ー
へ
の
分
配
方
法
は
、
判
決
又
は
和
解
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の
中
で
定
め
ら
れ
ま
す
。

四　

拡
散
的
、
集
合
的
及
び
同
種
個
別
的
利
益
又
は
権
利

　

ブ
ラ
ジ
ル
は
、
米
国
の
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
区
分
を
も
と
に
、
一
九
七
〇
年
代
の
イ
タ
リ
ア
法
学
者
た
ち
の
学
説
を
考
慮
し
つ

つ
、
拡
散
的
権
利
、
狭
義
の
集
合
的
権
利
及
び
同
種
個
別
的
権
利
の
区
別
を
定
め
ま
し
た
。

　

ブ
ラ
ジ
ル
法
（
消
費
者
保
護
法
典
八
一
条（

（1
（

）
の
明
文
規
定
に
よ
っ
て
拡
散
的
利
益
及
び
集
合
的
利
益
は
、
超
個
人
性
及
び
不
可
分

性
を
共
通
点
と
し
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
集
団
の
一
構
成
員
が
あ
る
法
益
を
享
受
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
全
員
が
そ
れ
を
享
受

で
き
る
、
ま
た
、
一
員
に
対
し
て
あ
る
法
益
の
享
受
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
全
員
に
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

紛
争
の
解
決
は
、
グ
ル
ー
プ
全
体
に
と
っ
て
本
質
的
に
一
様
で
あ
り
ま
す
。

　

消
費
者
保
護
法
典
の
制
度
で
、
拡
散
的
利
益
が
集
合
的
利
益
と
異
な
る
点
は
、
人
的
要
素
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。
拡
散
的
利
益
の

場
合
、
グ
ル
ー
プ
の
構
成
員
同
士
の
間
、
あ
る
い
は
相
手
と
の
間
に
い
か
な
る
法
律
関
係
も
存
在
し
ま
せ
ん
。
拡
散
的
利
益
の
主
体

は
、
不
確
定
で
あ
り
、
確
定
し
得
え
ま
せ
ん
。
た
だ
、
同
じ
場
所
に
住
ん
で
い
る
、
同
じ
製
品
を
消
費
す
る
、
同
種
の
企
業
活
動
を

営
ん
で
い
る
等
、
あ
る
一
定
の
事
実
に
よ
っ
て
関
係
が
あ
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
の
反
面
、
集
合
的
利
益
の
場
合
に
は
、
グ
ル
ー
プ

の
構
成
員
（
例
え
ば
、
あ
る
協
会
の
会
員
）
の
間
に
基
本
的
な
法
律
関
係
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
相
手
方
と
の
間
（
例
え
ば
、
税
務
関

係
に
お
い
て
、
各
納
税
者
と
収
税
局
と
の
間
）
に
法
律
関
係
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
主
体
は
不
確
定
で
あ
っ
て
も
確
定
が
可
能
で
す
。

　

同
種
個
別
的
利
益
は
、
利
益
の
種
類
及
び
原
因
が
同
じ
で
あ
る
も
の
の
、
各
構
成
員
は
、
従
来
の
、
本
質
的
に
個
別
化
で
き
る
個

人
的
権
利
の
持
主
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
一
人
で
個
人
的
に
提
訴
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
こ
こ
で
は
、
集
団
的
に
処
理
で
き
る

利
益
と
、
伝
統
的
に
個
人
で
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
利
益
と
が
共
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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五　

ブ
ラ
ジ
ル
の
集
団
訴
訟
制
度
と
米
国
の
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
と
の
相
違

1　

原
告
適
格

　

ブ
ラ
ジ
ル
の
集
団
訴
訟
制
度
は
、
米
国
の
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
影
響
を
受
け
た
に
は
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
米
国
の
制
度
を
単

に
輸
入
し
た
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
に
異
な
る
ブ
ラ
ジ
ル
の
事
情
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
れ
に
大
幅
な

変
更
を
行
っ
た
も
の
で
す
。

　

最
初
に
注
目
し
得
る
相
違
は
、
原
告
適
格
の
問
題
で
す
。
拡
散
的
、
集
合
的
又
は
同
種
個
別
的
権
利
と
い
う
新
し
い
権
利
の
裁
判

上
の
救
済
の
た
め
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
立
法
者
は
、
独
立
か
つ
並
存
的
な
原
告
適
格
制
度
（legitim

idade concorrente e autônom
a

）

を
選
び
ま
し
た
。
即
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
検
察
庁
（M

inistério Público

）、
公
共
弁
護
庁
（D

efensoria Pública

）、
そ
の
他
官
公
庁
並

び
に
民
事
法
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
少
な
く
と
も
一
年
以
上
活
動
し
て
い
る
民
間
団
体
に
原
告
適
格
を
与
え
ま
し
た
（
消
費
者
保
護
法

典
八
二
条（

（1
（

）。
そ
の
ほ
か
、
被
害
の
規
模
又
は
特
徴
、
あ
る
い
は
保
護
す
べ
き
法
益
の
重
要
性
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
は
、
そ
の
判
断

（ope judicis

）
で
、
事
前
設
立
の
要
件
を
免
除
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
（
消
費
者
保
護
法
典
八
二
条
一
項（

（1
（

）。
米

国
の
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
に
適
格
性
を
認
め
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
グ
ル
ー
プ
は
弁
護
士
事
務
所
に

よ
っ
て
集
め
ら
れ
組
織
さ
れ
る
の
で
、
や
り
す
ぎ
や
濫
用
と
い
っ
た
批
判
が
あ
り
ま
す
。

2　

既
判
力
の
主
観
的
範
囲

　

既
判
力
の
主
観
的
範
囲
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
独
特
な
処
理
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
民
衆
訴
訟
（ação popular

）
の
経
験

を
踏
ま
え
て
、
判
決
の
対
世
効
（erga om

nes

）
原
則
を
採
用
し
た
も
の
の
、
真
偽
不
明
（non liquet

（
（2
（

）
と
主
張
す
る
可
能
性
を
設

け
て
、
対
世
効
を
緩
和
さ
せ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
が
証
拠
不
十
分
と
し
て
請
求
を
棄
却
し
た
場
合
に
は
、
対
世
効
は
生
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じ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
（
消
費
者
保
護
法
典
一
〇
三
条
一
号
及
び
三
号（

（2
（

）。
そ
し
て
、
本
質
的
に
分
割
で
き
な
い
拡
散
的
及
び
集
合

的
利
益
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
こ
の
対
世
効
緩
和
制
度
に
加
え
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
立
法
者
は
、
同
種
個
別
的
権
利
に
関
し
て
、
訴

訟
の
結
果
に
よ
っ
て
態
度
を
決
め
る
手
法
、
具
体
的
に
は
、
集
団
訴
訟
で
勝
訴
し
た
場
合
に
の
み
不
参
加
メ
ン
バ
ー
た
る
被
害
者
を

拘
束
す
る
と
い
う
「（
非
当
事
者
に
の
み
有
利
な
）
片
面
的
既
判
力
（secundum

 eventum
 litis

）」
と
い
う
全
く
新
奇
な
方
式
を
導
入

し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
集
合
的
請
求
が
認
容
さ
れ
る
と
、
す
べ
て
の
権
利
者
が
そ
の
判
決
の
恩
恵
を
受
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
個
人
の

利
益
を
目
的
と
し
て
直
ち
に
当
該
判
決
の
清
算
及
び
執
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
判
決
に
よ
っ
て
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
場
合
、

訴
訟
に
参
加
し
な
か
っ
た
権
利
者
は
、
個
別
的
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
仕
組
み
で
す
（
消
費
者
保
護
法
典
一
〇

三
条
三
号
、
同
条
一
項
及
び
二
項（

（2
（

）。
ブ
ラ
ジ
ル
法
は
、
各
個
人
が
集
合
的
既
判
力
に
従
う
か
従
わ
な
い
か
を
選
択
す
る
オ
プ
ト
ア
ウ

ト
（opt out

）
や
オ
プ
ト
イ
ン
（opt in

）
と
い
っ
た
制
度
を
全
面
的
に
拒
否
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
制
度
で
は
、
選
択
に
関
す
る
意

思
表
示
を
さ
せ
る
た
め
の
通
知
手
続
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
手
続
が
非
常
に
複
雑
で
不
十
分
な
こ
と
が
多
い
と
い
え
ま
す
。

　

そ
の
上
、
ブ
ラ
ジ
ル
法
で
は
、
集
団
訴
訟
の
判
決
及
び
そ
の
既
判
力
の
効
果
を
個
別
訴
訟
で
援
用
で
き
ま
す
。
要
す
る
に
、
集
団

訴
訟
に
お
い
て
被
害
の
事
実
と
そ
れ
を
賠
償
す
べ
き
責
任
が
集
団
訴
訟
の
判
決
で
認
容
さ
れ
れ
ば
、
各
個
人
は
そ
の
個
別
訴
訟
及
び

清
算
手
続
に
お
い
て
自
己
の
被
害
と
因
果
関
係
を
申
し
立
て
る
だ
け
で
足
り
、
相
手
方
は
当
該
事
実
と
責
任
に
つ
い
て
争
う
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
（
消
費
者
保
護
法
典
一
〇
三
条
三
項（

（2
（

）。

3　

集
団
訴
訟
の
監
督
制
度

　

ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
集
団
訴
訟
に
対
し
て
監
督
制
度
が
あ
り
、
検
察
庁
が
当
事
者
で
な
い
と
き
は
、
検
察
庁
が
監
督
に
あ
た
り
ま
す
。

米
国
の
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
裁
判
官
が
排
他
的
に
監
督
を
行
い
ま
す
。
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4　

裁
判
官
の
権
限

　

米
国
の
制
度
に
お
け
る
裁
判
官
の
権
限
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
裁
判
官
の
権
限
よ
り
も
大
き
い
と
い
え
ま
す
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
法
律
は
、

原
告
適
格
者
の
主
張
す
る
内
容
と
保
護
法
益
の
内
容
と
の
間
に
一
致
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
も
の
の
、「
代
表
の
適

切
性
」、
す
な
わ
ち
、
原
告
の
真
面
目
さ
、
経
済
的
能
力
、
前
歴
等
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
要
件
を
定
め
て
い
ま
せ
ん
。

5　

被
告
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
、
流
動
的
賠
償
及
び
支
配
性
・
優
位
性
要
件

　

集
団
を
原
告
と
せ
ず
、
集
団
を
相
手
と
し
て
提
起
さ
れ
被
告
側
の
方
が
集
団
と
な
る
訴
訟
を
意
味
す
る
「
被
告
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ

ン
（defendant class action
）」
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
法
に
お
い
て
明
文
規
定
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
禁
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
、

裁
判
所
が
こ
の
種
の
訴
訟
を
認
め
た
裁
判
例
は
あ
り
ま
す
。
今
日
で
は
、
二
〇
一
五
年
新
民
事
訴
訟
法
典
の
占
有
の
訴
え
（ações 

possessórias

）
に
関
す
る
規
定
（
五
五
四
条
）
に
そ
れ
が
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
反
面
、
米
国
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
で
あ
る
流
動
的
賠
償
（fluid recovery

）
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
法
に
完
全
に
採
り
入
れ
ら
れ
て
い

ま
す
。
全
体
に
対
す
る
被
害
が
個
人
の
受
け
た
被
害
と
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
い
規
模
で
あ
る
と
き
、
全
体
被
害
の
計
算
が
行

わ
れ
、
そ
の
賠
償
金
は
、
被
侵
害
利
益
の
回
復
を
目
的
と
し
た
基
金
に
振
り
込
ま
れ
る
と
い
う
制
度
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
同
種
個
別
的
権
利
に
関
す
る
事
件
で
は
、
支
配
性
と
優
位
性
（
概
括
給
付
判
決
の
個
別
的
清
算
が
容
易
で
あ
る
か
困
難
で
あ

る
か
）
の
要
件
も
学
説
や
い
く
つ
か
の
判
例
で
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
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六　

大
陸
法
（Civil Law

）
諸
国
へ
の
ブ
ラ
ジ
ル
集
団
訴
訟
制
度
の
普
及

1　

二
〇
〇
四
年
イ
ベ
ロ
ア
メ
リ
カ
集
団
訴
訟
モ
デ
ル
法
典

　

ブ
ラ
ジ
ル
集
団
訴
訟
制
度
の
普
及
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
法
学
者
三
名（

（2
（

の
参
加
で
起
草
さ
れ
た
「
イ
ベ
ロ
ア
メ
リ
カ
集
団
訴
訟
モ
デ
ル

法
典
（Código M

odelo de Processos Coletivos para Ibero-A
m

erica

）」
が
二
〇
〇
四
年
に
イ
ベ
ロ
ア
メ
リ
カ
訴
訟
法
協
会

（Instituto Ibero-A
m

ericano de D
ireito Processual

）
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
こ
と
で
大
き
く
推
み
始
め
ま
し
た
。

　

そ
れ
以
前
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
別
な
名
称
を
使
用
し
つ
つ
も
広
義
の
意
味
で
の
全
て
の
集
団
的
権
利
を
カ
バ
ー
す
べ
く
、
同
様
の

モ
デ
ル
を
導
入
し
て
い
ま
し
た（

（2
（

。
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
制
度
も
こ
れ
に
類
似
し
て
い
ま
し
た（

（2
（

。
ま
た
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
カ
タ
マ
ル
カ
州（

（2
（

や
リ
オ
ネ
グ
ロ
州（

（2
（

で
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
モ
デ
ル
法
典
に
基
づ
い
て
実
質
的
な
集
団
訴
訟
制
度
を
採
り
入
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

イ
ベ
ロ
ア
メ
リ
カ
の
そ
の
他
の
国
で
は
、
実
質
的
な
集
団
訴
訟
制
度
が
な
い
と
し
て
も
、
集
団
訴
訟
の
問
題
に
目
覚
め
、
憲
法
や

そ
の
他
の
法
律
の
規
定
を
適
用
し
て
あ
ら
ゆ
る
事
件
を
集
団
的
に
処
理
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン（

（2
（

、
コ
ス
タ
リ

カ
（
（3
（

、
エ
ク
ア
ド
ル（

（3
（

、
ペ
ル
ー（

（3
（

、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ（

（3
（

及
び
ウ
ル
グ
ア
イ（

（3
（

が
そ
の
例
で
す
。

　

い
く
つ
か
の
国
に
お
い
て
は
、
集
団
訴
訟
の
一
般
的
制
度
が
な
く
、
分
野
ご
と
に
特
定
問
題
の
解
決
を
図
る
法
律
や
規
則
が
あ
り

ま
す
。
ド
イ
ツ（

（3
（

、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン（

（3
（

、
フ
ラ
ン
ス（

（3
（

、
イ
タ
リ
ア（

（3
（

、
日
本
、
ス
イ
ス
、
メ
キ
シ
コ（

（3
（

、
パ
ラ
グ
ア
イ（

（4
（

及
び
ベ
ネ

ズ
エ
ラ（

（4
（

が
そ
の
例
で
す
。
ブ
ラ
ジ
ル
集
団
訴
訟
制
度
の
影
響
は
、
チ
リ（

（4
（

、
日
本
、
メ
キ
シ
コ（

（4
（

、
パ
ラ
グ
ア
イ（

（4
（

及
び
ベ
ネ
ズ
エ
ラ（

（4
（

の
制

度
に
見
ら
れ
ま
す
。

2　

原
告
適
格
と
「
代
表
の
適
切
性
」
要
件

　

超
個
人
的
権
利
の
保
護
は
、
拡
散
的
利
益
（
主
に
環
境
）
の
面
に
お
い
て
も
、
同
種
個
別
的
権
利
（
主
に
消
費
者
）
の
面
に
お
い
て
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も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
分
野
ご
と
に
順
次
成
文
化
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
制
度
の
原
告
適
格
の
方
式
は
導

入
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
次
の
よ
う
な
原
告
適
格
に
関
す
る
二
つ
の
方
式
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。
イ
）
自
然
人

及
び
（
又
は
）
認
可
さ
れ
た
団
体
に
対
し
て
の
み
適
格
を
認
め
る
方
式
、
ロ
）
上
記
の
方
式
を
さ
ら
に
拡
大
し
て
自
然
人
及
び
（
又

は
）
団
体
に
加
え
て
公
的
機
関
の
共
同
適
格
を
認
め
る
方
式
で
す
。
後
者
の
場
合
は
、
各
提
訴
者
が
独
立
で
あ
る
併
存
型
の
共
同
適

格
方
式
で
す
。

　

自
然
人
及
び
（
又
は
）
民
間
団
体
に
限
っ
て
集
団
訴
訟
の
提
訴
を
認
め
る
の
は
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
日
本
及
び

ス
イ
ス
で
す
。
そ
の
他
の
国
は
、
独
立
併
存
型
の
共
同
適
格
を
選
択
し
ま
し
た
。
ブ
ラ
ジ
ル（

（4
（

、
チ
リ（

（4
（

、
イ
ス
ラ
エ
ル
及
び
ポ
ル
ト
ガ

ル
（
（4
（

を
含
む
い
く
つ
か
の
国
で
は
、
特
定
の
公
的
機
関
に
事
件
の
監
督
を
委
ね
ま
す（

（4
（

。

　

ブ
ラ
ジ
ル
の
制
度
で
は
、
提
訴
者
に
つ
い
て
事
案
と
の
関
連
性
を
調
査
す
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
大
陸
法
（Civil Law

）
の
国
で

は
、「
代
表
の
適
切
性
」
の
要
件
を
、
名
称
が
必
ず
し
も
こ
れ
で
な
く
と
も
、
広
く
使
用
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
い
わ
ゆ
る
「
代
表
の
適
切
性
（adequacy of representation

）」
は
、
集
団
訴
訟
の
提
訴
に
際
し
て
起
こ
り
う
る
濫
用
を
管

理
す
る
手
段
で
す
。
集
団
訴
訟
の
提
訴
適
格
者
に
つ
い
て
米
国
で
誕
生
し
た
、
誠
実
性
、
信
頼
性
、
技
術
的
経
済
的
能
力
に
よ
る

「
代
表
の
適
切
性
」
要
件
は
、
既
判
力
を
緩
和
す
る
こ
と
な
く
第
三
者
に
及
ば
せ
る
制
度
の
国
で
は
、
特
に
重
要
で
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
他
の
制
度
を
選
択
し
た
国
で
も
、
特
に
自
然
人
及
び
団
体
を
原
告
適
格
と
し
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
「
被
告
ク
ラ
ス
ア
ク

シ
ョ
ン
」
を
認
め
て
い
る
場
合
、
有
用
な
要
件
で
す
。

　

代
表
の
適
切
性
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
が
そ
の
都
度
そ
れ
を
評
価
す
る
方
式
と
、
法
律
に
よ
っ
て
適
格
の
判
断
に
制
限
を
設
け
る

方
式
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
民
間
団
体
は
、
一
定
の
法
定
要
件
を
満
た
し
た
上
で
な
け
れ
ば
提
訴
す
る
資
格
が
な
い
と
か
、
公

的
機
関
で
も
、
そ
の
原
告
適
格
は
、
事
案
が
社
会
的
重
要
性
に
関
す
る
基
準
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
認
め
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
こ
と
で

す
。
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代
表
の
適
切
性
に
関
す
る
事
前
要
件
を
裁
判
官
の
評
価
に
委
ね
る
方
式
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
法
律
の
明
文
で
制
度
化
す
る
国
は
少

な
い
で
す
が
、
ウ
ル
グ
ア
イ（

（5
（

は
こ
の
制
度
を
採
っ
て
い
ま
す（

（5
（

。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン（

（5
（

と
パ
ラ
グ
ア
イ
で
は
こ
の
方
式
が
判
例
に
よ
り
確
立

さ
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
名
称
は
と
も
か
く
、
適
格
者
が
訴
訟
提
起
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
法
定
要
件
と
し
て
の
代
表
の
適
切
性
は
、
一
般
に
大

陸
法
（Civil Law

）
の
国
で
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
チ
リ（

（5
（

、
コ
ロ
ン
ビ
ア（

（5
（

、
フ
ラ
ン
ス（

（5
（

、
オ
ラ
ン
ダ（

（5
（

、

日
本
、
イ
タ
リ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル（

（5
（

、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
カ
タ
マ
ル
カ
州（

（5
（

、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
が
そ
の
例
で
す
。

3　

同
種
個
別
的
利
益
に
関
す
る
集
団
訴
訟
判
決
の
既
判
力
―
―
片
面
的
既
判
力
vs
オ
プ
ト
イ
ン
方
式
・
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
方
式
―
―

　

同
種
個
別
的
権
利
の
集
団
的
保
護
に
係
る
判
決
の
既
判
力
に
つ
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
「（
非
当
事
者
に
の

み
有
利
な
）
片
面
的
既
判
力
（secundum

 eventum
 litis

）」
と
い
う
方
式
を
と
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、
オ
プ
ト
イ
ン
（opt 

in

）
方
式
と
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
（opt out
）
方
式
の
い
ず
れ
か
、
ま
た
多
く
の
場
合
は
、
そ
の
両
方
を
と
り
ま
し
た
。

　

大
陸
法
（Civil Law

）
の
国
で
、
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
の
み
の
方
式
を
持
つ
国
は
稀
で
、
オ
ラ
ン
ダ
が
そ
の
一
例
で
す
。

　

オ
プ
ト
ア
ウ
ト
方
式
は
、
対
審
原
則
及
び
既
判
力
の
範
囲
を
当
事
者
に
限
定
す
る
原
則
に
反
す
る
と
し
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

大
陸
法
（Civil Law

）
の
い
く
つ
か
の
国
は
、
ド
イ
ツ（

（5
（

、
コ
ロ
ン
ビ
ア（

（6
（

、
フ
ラ
ン
ス（

（6
（

、
イ
タ
リ
ア
及
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン（

（6
（

の
如
く
、
オ

プ
ト
イ
ン
方
式
を
と
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
オ
プ
ト
イ
ン
方
式
に
も
批
判
が
存
在
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
多
く
の
場
合
、
集
団
訴
訟
を
空
し
い
手
続
に
し
て
、
訴
訟
の

多
発
、
判
決
の
矛
盾
、
裁
判
実
務
の
細
分
化
等
を
避
け
集
団
的
紛
争
を
一
括
し
て
解
決
す
る
と
い
う
集
団
訴
訟
制
度
自
体
の
理
想
を

裏
切
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
す
。

　

い
く
つ
か
の
国
は
、
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
方
式
に
対
す
る
批
判
と
オ
プ
ト
イ
ン
方
式
の
効
果
の
乏
し
さ
を
考
慮
し
て
、
両
方
式
の
組
み
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合
わ
せ
に
よ
る
制
度
を
構
築
し
ま
し
た
。
デ
ン
マ
ー
ク（

（6
（

、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー（

（6
（

及
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン（

（6
（

が
そ
の
例
で
す
。
そ
れ

ら
の
国
で
は
通
常
オ
プ
ト
イ
ン
方
式
を
優
先
さ
せ
、
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
方
式
は
残
留
的
な
ケ
ー
ス
、
特
に
経
済
的
価
値
が
小
さ
く
、
グ

ル
ー
プ
の
構
成
員
に
事
件
参
加
の
希
望
者
が
極
め
て
少
な
い
場
合
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

七　

要
約
及
び
結
論

　

⑴　

大
陸
法
（Civil Law
）
の
国
に
お
け
る
集
団
訴
訟
制
度
の
現
状

　

大
陸
法
諸
国
に
お
け
る
集
団
訴
訟
制
度
は
い
ま
だ
米
国
の
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
熟
達
及
び
発
展
に
至
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、

実
質
的
な
集
団
訴
訟
制
度
の
確
立
を
目
指
す
国
の
数
が
益
々
増
え
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

⑵　

コ
モ
ン
ロ
ー
（Com

m
on Law

）
及
び
大
陸
法
（Civil Law

）
に
お
け
る
方
法

　

大
陸
法
諸
国
で
は
、
米
国
の
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
と
同
様
の
方
法
を
と
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訴
訟
法
の
原
理
に
見
合
っ
た
独
自
の

制
度
を
構
築
し
て
い
ま
す
。

　

⑶　

原
告
適
格

　

原
告
適
格
を
自
然
人
及
び
（
又
は
）
民
間
団
体
に
限
る
国
は
少
数
派
で
す
。
公
的
機
関
も
適
格
と
す
る
ほ
か
、
専
門
的
な
公
的
機

関
に
監
督
を
さ
せ
る
と
い
う
著
し
い
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

　

⑷　

代
表
の
適
切
性

　

米
国
の
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
制
度
の
よ
う
に
、
代
表
の
適
切
性
に
関
す
る
事
前
要
件
を
そ
の
都
度
裁
判
官
に
評
価
さ
せ
る
制
度
を

持
つ
国
は
稀
で
す
。
し
か
し
、
多
く
の
大
陸
法
諸
国
で
は
、「
代
表
の
適
切
性
」
な
る
用
語
を
使
用
し
て
い
な
く
て
も
、
こ
れ
と
同

趣
旨
の
原
告
適
格
に
不
可
欠
な
事
前
要
件
を
法
律
で
定
め
て
い
ま
す
。
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⑸　

拡
散
的
権
利
及
び
集
合
的
利
益
の
場
合
の
既
判
力

　

拡
散
的
権
利
及
び
集
合
的
権
利
に
係
る
判
決
に
対
す
る
既
判
力
に
つ
い
て
は
、
そ
の
判
決
が
請
求
を
認
容
す
る
か
棄
却
す
る
か
と

は
無
関
係
に
、
一
律
に
そ
の
対
世
効
を
認
め
て
い
ま
す
。
イ
ベ
ロ
ア
メ
リ
カ
の
い
く
つ
か
の
国
で
は
、
判
決
が
証
拠
不
十
分
と
し
て

請
求
を
棄
却
し
た
場
合
、
既
判
力
を
緩
和
し
て
新
た
な
証
拠
に
基
づ
く
同
様
の
訴
え
を
認
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

⑹　

同
種
個
別
的
権
利
の
場
合
の
既
判
力

　

同
種
個
別
的
権
利
に
関
す
る
判
決
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
対
立
し
た
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
イ
ベ
ロ
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
は（

（6
（

、

コ
ロ
ン
ビ
ア（

（6
（

、
ポ
ル
ト
ガ
ル（

（6
（

及
び
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
カ
タ
マ
ル
カ
州（

（6
（

を
除
き
、
概
し
て
「（
非
当
事
者
に
の
み
有
利
な
）
片
面
的
既
判

力
（secundum

 eventum
 litis

）」
が
生
じ
る
制
度
を
選
択
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
個
人
的
利
益
を
保
護
す
る
た
め
で
、
集
団
訴

訟
が
判
決
に
よ
っ
て
棄
却
さ
れ
て
も
、
被
害
者
が
個
別
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
を
妨
げ
な
い
と
い
う
考
え
方
で
す
。
そ
の
他
の
国
で
は
、

オ
プ
ト
イ
ン
（opt in

）
方
式
か
あ
る
い
は
オ
プ
ト
イ
ン
と
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
（opt out

）
の
組
み
合
わ
せ
を
採
用
す
る
傾
向
が
あ
り

ま
す
。
組
み
合
わ
せ
方
式
を
採
用
す
る
場
合
で
も
、
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
方
式
は
通
常
残
留
的
に
、
経
済
的
価
値
が
小
さ
い
事
件
に
の
み

使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

⑺　

最
終
的
結
論

　

大
陸
法
諸
国
で
は
集
団
訴
訟
制
度
が
著
し
く
発
展
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
三
十
余
年
で
、
超
個
人
的
権
利

の
裁
判
上
の
救
済
は
、
ゼ
ロ
か
ら
出
発
し
て
立
法
、
学
説
、
判
例
の
各
分
野
で
活
発
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の

将
来
は
明
る
い
と
い
え
ま
す
。
勿
論
、
い
く
つ
か
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
更
な
る
成
熟
が
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
米
国
系

の
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
か
ら
様
々
な
側
面
に
お
い
て
離
れ
、
ロ
ー
マ
・
ゲ
ル
マ
ン
法
学
派
の
原
理
に
適
し
た
解
決
方
法
を
目
指
す
独

自
の
集
団
訴
訟
制
度
の
確
立
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
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（
1
）　

浅
香
吉
幹
著
『
ア
メ
リ
カ
民
事
手
続
法
［
第
3
版
］』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
三
五
頁
。

（
2
）　

ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
裁
判
所
の
手
続
と
し
て
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
沿
革
的
に
は
、
訴
訟
物
に
実
質

的
な
利
害
関
係
を
有
す
る
者
全
員
を
訴
訟
当
事
者
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
エ
ク
イ
テ
ィ
の
原
則
の
例
外
と
し
て
発
展
し
た
も

の
で
あ
る
。
エ
ク
イ
テ
ィ
の
原
則
は
、
強
制
的
当
事
者
併
合
（com

pulsory joinder

）
と
呼
ば
れ
る
が
、
右
の
沿
革
か
ら
ク
ラ
ス
ア
ク

シ
ョ
ン
は
、
本
来
、
強
制
的
当
事
者
併
合
に
該
当
す
る
類
型
の
訴
訟
の
み
に
つ
い
て
許
さ
れ
る
例
外
的
手
続
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
傾

向
に
あ
っ
た
（
上
原
敏
夫
著
『
団
体
訴
訟
・
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
研
究
』（
商
事
法
務
研
究
会
、
二
〇
〇
一
年
）
一
三
三
頁
）。

（
3
）　

連
邦
に
お
い
て
、
エ
ク
イ
テ
ィ
と
コ
モ
ン
ロ
ー
と
が
手
続
上
統
合
さ
れ
、
一
九
三
八
年
に
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
が
制
定
さ
れ
た
（
上

原
・
前
掲
書
（
注
2
）、
一
三
四
頁
）。

（
4
）　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
（
一
九
八
六
年
）
及
び
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
州
（
一
九
八
七
年
）
に
お
い
て
特
別
法
に

よ
り
損
害
賠
償
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
ま
た
カ
ナ
ダ
で
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
が
一
九
七
八
年
に
一
早
く
オ
プ
ト
ア
ウ
ト

方
式
に
基
づ
く
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
法
を
制
定
し
、
一
九
九
〇
年
に
は
オ
ン
タ
リ
オ
州
で
オ
ン
タ
リ
オ
集
団
手
続
法
（O

ntario Class 
Proceedings A

ct

）
が
制
定
さ
れ
た
。
カ
ナ
ダ
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
山
本
和
彦
著
『
解
説
消
費
者
裁
判
手
続
特
例
法
［
第
2
版
］』

（
弘
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
四
七
頁
以
下
参
照
。

（
5
）　

ア
ン
ト
ニ
オ
・
ジ
デ
ィ
／
三
木
浩
一
、
工
藤
敏
隆
、
浦
西
洋
行
訳
「
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
～
大
陸
法
諸
国
の

た
め
の
モ
デ
ル
～
〔
2
〕」
国
際
商
事
法
務
三
四
巻
九
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
一
五
九
頁
以
下
。

（
6
）　

一
九
七
七
年
一
二
月
二
〇
日
の
法
律
第6.513

号
に
よ
り
、
財
産
的
損
害
に
と
ど
ま
ら
ず
、
歴
史
、
文
化
、
観
光
上
の
財
産
及
び
権

利
が
含
ま
れ
広
く
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
二
宮
正
人
「
ブ
ラ
ジ
ル
の
法
制
度
」
中
川
和
彦
、
矢
谷
通
朗
編
『
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸

国
の
法
制
度
』（
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
九
八
八
年
）
三
八
六
～
三
八
七
頁
）。

（
7
）　

ジ
デ
ィ
／
三
木
、
工
藤
、
浦
西
訳
・
前
掲
論
文
（
注
5
）、
一
一
六
〇
頁
。

（
8
）　

ジ
デ
ィ
／
三
木
、
工
藤
、
浦
西
訳
・
前
掲
論
文
（
注
5
）、
一
一
六
〇
頁
。

（
9
）　

拡
散
的
権
利
と
集
合
的
権
利
の
保
護
に
関
す
る
手
続
は
公
共
民
事
訴
訟
法
に
定
め
ら
れ
、
同
種
個
別
的
権
利
の
保
護
に
関
す
る
手
続

は
消
費
者
保
護
法
典
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
総
合
的
に
規
定
す
る
成
文
法
が
二
つ
存
在
す
る

が
、
両
者
は
相
互
補
完
に
よ
っ
て
、
事
実
上
ひ
と
つ
の
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
手
続
法
を
構
成
し
て
い
る
（
ジ
デ
ィ
／
三
木
、
工
藤
、
浦
西
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訳
・
前
掲
論
文
（
注
5
）、
一
一
六
〇
頁
）。

（
10
）　

ジ
デ
ィ
／
三
木
、
工
藤
、
浦
西
訳
・
前
掲
論
文
（
注
5
）、
一
一
五
九
頁
。

（
11
）　

一
九
三
八
年
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
の
二
三
条
⑻
が
定
め
た
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
⒜
項
⑶
号
の
「
メ
ン
バ
ー
各
自
の
個
別

的
な
権
利
で
、
そ
れ
ら
の
権
利
に
影
響
す
る
共
通
の
法
律
問
題
が
あ
り
、
共
通
の
救
済
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
」
と
い
う
類
型
が
存
在

す
る
。
こ
れ
は
、
メ
ン
バ
ー
の
権
利
相
互
の
法
律
的
関
連
性
（privity

）
の
考
慮
か
ら
で
は
な
く
、
必
ず
し
も
当
事
者
併
合
が
必
要
な

わ
け
で
は
な
い
が
、
共
通
の
争
点
が
あ
る
た
め
多
数
の
者
に
つ
い
て
紛
争
を
一
挙
に
解
決
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
考
慮
か
ら
規
定

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
上
原
・
前
掲
書
（
注
2
）、
一
三
四
頁
）。

（
12
）　

上
原
・
前
掲
書
（
注
2
）、
一
三
六
頁
。

（
13
）　

浅
香
・
前
掲
書
（
注
1
）、
三
八
頁
。

（
14
）　

一
九
六
六
年
改
正
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
二
三
条
ｂ
項
三
号
に
よ
り
、「
ク
ラ
ス
メ
ン
バ
ー
に
共
通
す
る
法
律
上
、
事
実
上
の
争
点
が

個
々
の
メ
ン
バ
ー
だ
け
に
関
連
す
る
争
点
に
比
し
て
支
配
的
（predom

inate

）
で
あ
る
こ
と
、
及
び
、
事
件
の
公
正
か
つ
効
率
的
な
審

判
の
た
め
に
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
が
他
の
利
用
可
能
な
手
続
に
比
べ
て
優
れ
て
い
る
こ
と
」
と
定
め
る
よ
う
に
な
っ
た
（
上
原
・
前
掲
書

（
注
2
）、
一
三
六
頁
）。

（
15
）　

連
邦
民
事
訴
訟
法
規
則
二
三
条
ｆ
項
。

（
16
）　

連
邦
民
事
訴
訟
法
規
則
三
八
条
ｂ
項
。

（
17
）　

消
費
者
保
護
法
典
八
一
条
補
項
で
は
、
本
文
で
「
集
団
的
保
護
（defesa coletiva

）
は
、
次
の
も
の
を
取
り
扱
う
場
合
に
行
わ
れ

る
」
と
し
、「
本
法
典
の
諸
効
果
の
た
め
、
事
実
状
況
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
不
確
定
の
人
々
が
有
す
る
超
個
人
的
で
不
可
分
の
性
質
を
有

す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
拡
散
的
（difusos

）
利
益
又
は
権
利
」（
一
号
）、「
本
法
典
の
諸
効
果
の
た
め
、
共
通
の
法
律
関
係
に
よ
っ
て

相
互
に
又
は
相
手
方
当
事
者
と
結
び
つ
い
て
い
る
人
々
の
集
団
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
又
は
ク
ラ
ス
が
有
す
る
超
個
人
的
で
不
可
分
の
性
質
を
有

す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
集
合
的
（coletivos

）
利
益
又
は
権
利
」（
二
号
）
及
び
「
共
通
の
原
因
か
ら
生
じ
た
と
も
の
と
理
解
さ
れ
る

同
種
個
別
的
利
益
又
は
権
利
」（
三
号
）
と
定
め
る
。

（
18
）　

消
費
者
保
護
法
典
八
二
条
本
文
で
、
原
告
適
格
と
し
て
、
検
察
庁
（
一
号
）、
連
邦
政
府
、
州
、
市
町
村
及
び
連
邦
直
轄
区
（
二
号
）、

行
政
権
を
直
接
的
又
は
間
接
的
に
行
使
す
る
公
的
機
関
及
び
省
庁
（
三
号
）、
及
び
、
少
な
く
と
も
一
年
以
上
前
に
合
法
的
に
設
立
さ
れ
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た
団
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
が
本
法
典
が
定
め
る
利
益
及
び
権
利
の
保
護
を
含
む
も
の
（
四
号
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
三
号
は
プ
ロ

コ
ン
を
想
定
し
て
お
り
、
四
号
が
Ｉ
Ｄ
Ｅ
Ｃ
な
ど
の
民
間
消
費
者
保
護
団
体
を
想
定
し
て
い
る
。

（
19
）　

消
費
者
保
護
法
典
八
二
条
一
項
で
は
、「
損
害
の
規
模
若
し
く
は
特
徴
、
又
は
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
法
的
利
益
の
重
要
性
に
よ
り
示

さ
れ
た
（evidenciado

）
明
白
な
（m

anifesto

）
社
会
的
利
益
が
存
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
九
一
条
以
下
に
規
定
さ
れ
た
訴
訟
に
お

い
て
、
裁
判
官
は
、
事
前
設
立
（pré-constituição

）
の
要
件
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
九
一
条
以
下
に

規
定
さ
れ
た
訴
訟
と
は
、
同
種
個
別
的
利
益
保
護
の
た
め
の
訴
訟
の
こ
と
で
あ
る
。

（
20
）　

証
明
責
任
と
の
関
係
で
、
裁
判
を
す
る
に
あ
た
っ
て
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
あ
る
事
実
の
有
無
に
つ
き
確
信
を
抱
け
な
い
場
合
に
真

偽
不
明
（non liquet
）
と
な
り
、
そ
の
事
実
の
有
無
を
前
提
と
す
る
法
律
効
果
の
発
生
又
は
不
発
生
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
当

事
者
の
一
方
が
不
利
益
を
被
る
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
法
規
の
不
備
や
欠
缺
が
多
々
見
ら
れ
る
国
際
法
に
お
い
て
、
適
用
法
規
上
の
限
界
（
法
規
の
不
存
在
又
は
不
明
瞭
な
法
欠
缺
状

態
）
と
し
て
、
裁
判
所
が
裁
判
不
能
の
状
態
に
陥
る
こ
と
が
多
い
こ
と
に
つ
き
、
杉
原
高
嶺
「
国
際
裁
判
に
お
け
るnon liquet

の
克

服
」
北
大
法
学
論
集
二
九
巻
二
号
（
一
九
七
八
年
）
一
頁
以
下
。

（
21
）　

消
費
者
保
護
法
典
一
〇
三
条
一
号
で
は
、「
八
一
条
補
項
一
号
の
場
合
に
お
い
て
、
請
求
が
証
拠
不
十
分
に
よ
り
棄
却
さ
れ
た
場
合

を
除
き
、
対
世
効
を
有
す
る
。
証
拠
不
十
分
に
よ
る
棄
却
の
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
原
告
適
格
者
は
、
新
証
拠
に
よ
り
同
一
根
拠
に
基
づ
い
て

新
訴
を
提
起
し
得
る
」
と
定
め
、
同
条
三
号
で
は
、「
八
一
条
補
項
三
号
の
場
合
に
は
、
請
求
認
容
の
場
合
の
み
、
全
て
の
被
害
者
及
び

そ
の
承
継
人
の
利
益
の
た
め
に
、
対
世
効
を
有
す
る
」
と
定
め
る
。

（
22
）　

消
費
者
保
護
法
典
一
〇
三
条
一
項
で
は
、「（
一
〇
三
条
）
一
号
及
び
二
号
に
規
定
さ
れ
た
既
判
力
の
諸
効
果
は
、
集
団

（coletividade

）、
グ
ル
ー
プ
（grupo

）、
カ
テ
ゴ
リ
ー
（categoria

）
又
は
ク
ラ
ス
（classe

）
の
個
別
の
利
益
及
び
権
利
に
損
害
を

与
え
る
も
の
で
は
な
い
」
と
定
め
、
同
条
二
項
で
は
、「（
一
〇
三
条
）
三
号
所
定
の
場
合
に
お
い
て
、
請
求
棄
却
の
場
合
、
共
同
訴
訟
人

と
し
て
裁
判
に
参
加
し
な
か
っ
た
利
害
関
係
人
は
、
個
別
に
損
害
賠
償
訴
訟
を
提
起
し
得
る
」
と
定
め
る
。

（
23
）　

消
費
者
保
護
法
典
一
〇
三
条
三
項
で
は
、「
一
九
八
五
年
七
月
二
四
日
の
法
律7.347

号
（
公
共
民
事
訴
訟
法
）
一
三
条
と
と
も
に
、

同
法
一
六
条
に
い
う
既
判
力
の
諸
効
果
は
、
個
別
に
提
起
さ
れ
る
か
又
は
本
法
に
定
め
ら
れ
た
形
で
提
起
さ
れ
た
、
個
人
的
被
害
に
関
す

る
賠
償
請
求
訴
訟
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
請
求
認
容
の
場
合
は
、
被
害
者
及
び
そ
の
承
継
人
に
利
益
を
与
え
、
九
六
条
か
ら
九
九
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条
の
規
定
に
従
い
、
清
算
及
び
執
行
の
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
る
。

（
24
）　

ア
ダ
・
ペ
レ
グ
リ
ー
ニ
＝
グ
リ
ノ
ー
ヴ
ェ
ル
、
カ
ズ
オ
・
ワ
タ
ナ
ベ
及
び
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ジ
デ
ィ
の
三
名
で
あ
る
。

（
25
）　

ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
、
一
九
九
六
年
消
費
者
保
護
法
（Lei de D

efesa do Consum
idor

）（
法
律
第24/96

号
）
三
条
ｆ
号
に
お
い

て
、「
同
種
個
別
的
、
集
合
的
又
は
拡
散
的
な
利
益
又
は
権
利
の
侵
害
か
ら
生
じ
る
財
産
的
又
は
非
財
産
的
な
損
害
の
予
防
及
び
賠
償
」

を
消
費
者
の
権
利
と
し
て
掲
げ
る
。
同
法
で
は
「
差
止
訴
訟
（acção inibitória

）」（
一
〇
条
、
一
一
条
）
と
い
う
名
称
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
原
告
適
格
を
定
め
る
一
三
条
に
お
い
て
、
直
接
の
被
害
者
た
る
消
費
者
（
ａ
号
）、
民
衆
訴
訟
法
（
法
律
第83/95

号
）
の
定
め
に

従
い
、
直
接
の
被
害
者
で
は
な
い
消
費
者
及
び
消
費
者
団
体
（
ｂ
号
）、
及
び
、
同
種
個
別
的
、
集
合
的
又
は
拡
散
的
利
益
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
検
察
庁
及
び
消
費
者
局
（
ｃ
号
）
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
二
〇
条
に
お
い
て
も
「
消
費
者
の
同
種
個
別
的

利
益
、
集
合
的
又
は
拡
散
的
利
益
の
保
護
に
係
る
行
政
及
び
民
事
訴
訟
に
介
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
法
の
適
用
範
囲
内
及
び
各
管
轄
内

で
の
消
費
者
の
保
護
を
図
る
こ
と
も
検
察
庁
の
任
務
で
あ
る
」
と
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
三
条
ｆ
号
に
定
め
る
と
お
り
、
同
種
個
別

的
利
益
の
侵
害
に
基
づ
く
賠
償
請
求
訴
訟
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
一
九
八
五
年
約
款
デ
ク
レ
ト
（D

L

第446/85

号
）
で

も
、
濫
用
条
項
の
無
効
を
求
め
る
「
差
止
訴
訟
（acção inibitória

）」
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
26
）　

コ
ロ
ン
ビ
ア
で
は
、
一
九
九
八
年
民
衆
訴
訟
及
び
グ
ル
ー
プ
訴
訟
法
（
法
律
第472/1998

号
）
の
下
で
、
い
わ
ゆ
る
拡
散
的
利
益

及
び
集
合
的
利
益
は
民
衆
訴
訟
の
対
象
と
な
り
（
二
条
及
び
四
条
）、
ま
た
い
わ
ゆ
る
同
種
個
別
的
利
益
は
グ
ル
ー
プ
訴
訟
の
対
象
と
な

る
（
三
条
）。
グ
ル
ー
プ
は
二
〇
名
以
上
か
ら
成
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
四
六
条
）。
グ
ル
ー
プ
訴
訟
の
原
告
適
格
と
し
て
、
個
別
の
侵

害
を
被
っ
た
自
然
人
又
は
法
人
の
他
、
被
害
者
の
要
請
が
あ
る
場
合
又
は
保
護
を
欠
く
状
況
に
あ
る
場
合
に
人
民
弁
護
官
（
オ
ン
ブ
ズ
マ

ン
に
類
似
）、
市
区
代
理
人
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
四
八
条
）。
判
決
前
の
段
階
で
、
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
が
判
決
や
和
解
の
効
果
を
受

け
た
く
な
い
場
合
は
、
訴
状
送
達
期
間
満
了
か
ら
五
日
以
内
に
除
外
の
意
思
表
示
を
行
う
必
要
が
あ
る
（
五
六
条
ａ
号
）。
判
決
後
の
段

階
で
は
、
そ
の
者
の
利
益
が
グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
に
よ
っ
て
適
切
に
提
示
さ
れ
て
い
な
い
か
又
は
通
知
に
重
大
な
錯
誤
が
存
在
す
る
こ
と

を
証
明
す
る
場
合
に
、
判
決
効
の
影
響
を
受
け
な
い
（
五
六
条
ｂ
号
）。
判
決
は
訴
訟
の
当
事
者
、
及
び
、
グ
ル
ー
プ
に
所
属
し
て
い
な

が
ら
、
グ
ル
ー
プ
及
び
訴
訟
の
結
果
か
ら
の
除
外
の
決
定
を
適
切
か
つ
明
示
的
に
表
明
し
な
か
っ
た
者
に
関
し
て
既
判
力
を
有
す
る
（
六

六
条
）。

（
27
）　

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
カ
タ
マ
ル
カ
州
で
は
、
二
〇
〇
一
年
拡
散
的
利
益
又
は
集
団
的
権
利
の
司
法
的
保
護
法
（Ley sobre A

m
paro 
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Judicial de Intereses D
ifusos o D

erechos Colectivos

）（
法
律
第5.034

号
）
が
集
団
訴
訟
の
手
続
を
定
め
て
い
る
（
集
団
的
利

益
は
広
義
で
あ
り
、
集
合
的
利
益
と
同
種
個
別
的
利
益
を
含
む
）。
本
法
の
適
用
範
囲
（
二
条
）
は
、
環
境
（
ａ
号
）、
審
美
的
、
歴
史
的
、

都
市
計
画
的
、
芸
術
的
、
建
築
的
、
考
古
学
的
及
び
景
観
的
な
価
値
（
ｂ
号
）、
消
費
者
（
ｃ
号
）、
競
争
（
ｄ
号
）
及
び
そ
の
他
の
社
会

的
価
値
（
ｅ
号
）
に
わ
た
る
。
本
法
の
下
で
請
求
（
三
条
）
と
し
て
、
予
防
請
求
（
差
止
よ
り
広
い
概
念
）（
ａ
号
）、
特
定
履
行
請
求

（
ｂ
号
）
及
び
損
害
賠
償
請
求
（
ｃ
号
）
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
原
告
適
格
（
八
条
）
と
し
て
は
、
州
検
察
庁
、
検
察
庁
、
市
町
村
等
の

公
的
機
関
に
加
え
て
、
法
人
登
記
さ
れ
た
団
体
、
そ
の
他
の
民
間
団
体
又
は
個
人
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
28
）　

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
リ
オ
ネ
グ
ロ
州
で
は
、
一
九
九
四
年
の
法
律
第2.779

号
が
拡
散
的
利
益
及
び
／
又
は
集
団
的
権
利
保
護
手
続

（am
paro de los intereses difusos y/o derechos colectivos

）
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
（
一
条
）。
本
法
の
適
用
範
囲
（
二
条
）

は
、
環
境
（
ａ
号
）、
消
費
者
（
ｂ
号
）、
考
古
学
的
、
歴
史
的
、
都
市
計
画
的
、
建
築
的
、
芸
術
的
及
び
景
観
的
財
産
を
含
む
文
化
的
財

産
（
ｃ
号
）、
そ
の
他
の
社
会
的
な
価
値
及
び
／
又
は
財
産
（
ｄ
号
）
に
わ
た
る
。
本
法
の
下
で
の
請
求
（
三
条
）
と
し
て
、
予
防
請
求

（
差
止
よ
り
広
い
概
念
）（
ａ
号
）、
特
定
履
行
請
求
（
ｂ
号
）
及
び
損
害
賠
償
請
求
（
ｃ
号
）
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
原
告
適
格
（
八
条
）

と
し
て
は
、
州
検
察
庁
、
検
察
庁
、
市
町
村
等
の
公
的
機
関
に
加
え
て
、
法
人
登
記
さ
れ
た
団
体
、
そ
の
他
の
民
間
団
体
又
は
個
人
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。

（
29
）　

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
、
一
九
九
三
年
消
費
者
保
護
法
（Ley de D

efensa del Consum
idor: LD

C

）（
法
律
第24.240

号
）
五
四

条
に
お
い
て
集
団
的
利
益
保
護
に
係
る
判
決
効
を
定
め
て
い
た
が
、
大
統
領
拒
否
権
の
発
動
に
よ
り
死
文
化
し
た
。
翌
一
九
九
四
年
の
憲

法
改
正
（
現
行
憲
法
）
に
よ
り
、
四
三
条
に
集
団
的
保
護
〔
集
団
的
ア
ン
パ
ー
ロ
〕（am

paro colectivo

）
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
、

同
条
二
項
で
は
、
具
体
的
保
護
対
象
と
し
て
、「
環
境
、
競
争
、
利
用
者
及
び
消
費
者
」
を
列
挙
す
る
。
こ
の
憲
法
規
定
に
関
し
て
は
、

「
偶
発
的
集
団
的
権
利
（derechos de incidencia coletiva
）」
と
い
う
文
言
の
解
釈
と
し
て
拡
散
的
利
益
・
集
合
的
利
益
の
み
な
ら
ず

同
種
個
別
的
利
益
も
保
護
対
象
と
し
て
含
む
と
解
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
本
規
定
の
主
な
目
的
は
侵
害
行
為
の
差
止
に
あ
り
、
損
害
賠
償

を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
（
学
説
）。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
長
ら
く
「
偶
発
的
集
団
的
権
利
」
保
護
に
関
す
る
手

続
規
定
等
が
何
ら
整
備
さ
れ
ず
、
個
人
情
報
漏
洩
に
関
す
る
二
〇
〇
九
年
の
「
ア
ラ
ビ
（H

alabi

）
事
件
」
最
高
裁
判
決
（CSJN

, en 
autos: H

alabi, Ernesto c. P.E.N
. Ley 25.873 D

T
O

. 1563/04, A
R/JR/182/2009

）
に
お
い
て
判
例
法
に
基
づ
く
集
団
的
利
益
保

護
（
い
わ
ゆ
る
「
同
種
個
別
的
利
益
」）
が
実
現
さ
れ
た
。
同
時
期
の
二
〇
〇
八
年
改
正
消
費
者
保
護
法
（
法
律
第26.361

号
）
の
下
、
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同
種
個
別
的
利
益
保
護
の
手
続
規
定
が
置
か
れ
た
（
五
四
条
三
項
）。
原
告
適
格
と
し
て
、
国
家
・
地
方
当
局
、
人
民
弁
護
官
、
検
察
庁

及
び
消
費
者
団
体
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
五
二
条
二
項
）。
判
決
効
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
法
と
異
な
り
、
事
前
に
反
対
の
意
思
を
表

明
す
る
者
を
除
き
、
類
似
条
件
下
に
あ
る
全
て
の
消
費
者
及
び
利
用
者
に
及
ぶ
（
五
四
条
二
項
）。
当
該
判
決
効
規
定
に
関
し
て
は
、
集

団
訴
訟
が
棄
却
さ
れ
た
場
合
の
個
別
訴
訟
の
可
否
を
め
ぐ
っ
て
学
説
に
よ
る
議
論
の
的
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
拡
散
的
利
益
に
関
し
て

は
、
二
〇
〇
二
年
環
境
一
般
法
（Ley General del A

m
biente

）（
法
律
第25.675

号
）
の
下
で
、
人
民
弁
護
官
及
び
環
境
保
護
団
体

に
よ
る
集
団
訴
訟
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
三
〇
条
）。
判
決
効
に
つ
い
て
は
、
証
明
上
の
問
題
に
よ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
請
求
が
棄
却
さ

れ
た
場
合
を
除
く
、
既
判
力
の
対
世
効
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
三
三
条
二
項
）。

（
30
）　

コ
ス
タ
リ
カ
で
は
、
消
費
者
法
分
野
に
関
し
て
、
基
本
法
的
性
質
を
有
す
る
と
と
も
に
国
家
の
後
見
的
介
入
の
強
化
を
内
容
と
す
る

一
九
七
五
年
消
費
者
保
護
法
（Ley de Protección al Consum

idor

）（
法
律
第5665

号
）
が
存
在
し
、
そ
の
後
一
九
九
五
年
競
争

及
び
消
費
者
実
効
的
保
護
促
進
法
（Ley de Prom

oción de la Com
petencia y defensa efectiva del Consum

idor

）（
法
律
第

7472

号
）
に
よ
り
、
消
費
者
保
護
に
お
け
る
国
家
の
役
割
は
介
入
か
ら
競
争
促
進
へ
と
方
向
転
換
し
た
。
同
時
期
の
一
九
九
六
年
、
コ

ス
タ
リ
カ
政
治
憲
法
の
改
正
が
行
わ
れ
、
消
費
者
保
護
を
謳
う
明
文
規
定
が
置
か
れ
た
（
四
六
条
）。
こ
れ
ら
の
法
律
に
集
団
的
保
護
に

関
す
る
規
律
は
存
在
せ
ず
、
唯
一
、
一
九
九
五
年
競
争
及
び
消
費
者
実
効
的
保
護
促
進
法
五
四
条
に
お
い
て
、
消
費
者
団
体
の
訴
訟
手
続

に
お
け
る
原
告
適
格
が
定
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
環
境
等
に
関
す
る
拡
散
的
利
益
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
三
八
条
に
お
い
て
、

「
集
合
的
又
は
拡
散
的
利
益
に
影
響
を
与
え
る
処
罰
す
べ
き
事
実
に
関
し
て
は
、
共
和
国
検
事
総
長
に
よ
る
私
訴
権
（acción civil

）
が

行
使
さ
れ
得
る
」
と
定
め
る
。
二
〇
一
六
年
新
民
事
訴
訟
法
一
九
・
一
条
で
は
、（
集
合
的
利
益
を
念
頭
に
置
い
た
）
グ
ル
ー
プ
（
六
号
）、

拡
散
的
利
益
を
主
張
す
る
あ
ら
ゆ
る
集
団
（
七
号
）
の
原
告
適
格
を
認
め
る
と
と
も
に
、
公
共
財
産
を
念
頭
に
置
い
た
拡
散
的
利
益
侵
害

に
関
す
る
占
有
の
訴
え
（
一
〇
六
・
二
条
及
び
一
〇
六
・
三
条
）、
差
止
請
求
（
一
〇
七
・
一
条
及
び
一
〇
七
・
二
条
）
に
関
す
る
規
定

が
置
か
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
二
〇
一
六
年
新
民
事
訴
訟
法
に
よ
り
集
合
的
利
益
及
び
拡
散
的
利
益
に
つ
い
て
は
明
文
規
定
が
置
か
れ
た

が
、
同
種
個
別
的
利
益
に
つ
い
て
は
何
ら
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
31
）　

エ
ク
ア
ド
ル
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
消
費
者
保
護
法
（Ley de D

efensa del Consum
idor

）
の
下
で
、
消
費
者
団
体
の
目
的
の
一

つ
と
し
て
、
司
法
機
関
・
行
政
機
関
に
対
し
て
消
費
者
の
個
別
的
又
は
集
団
的
利
益
を
代
表
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
（
六
三
条
）、
ま
た
、

消
費
者
保
護
法
違
反
に
際
し
て
民
衆
訴
訟
（A

cción popular

）
を
提
起
し
得
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
八
八
条
）。
八
八
条
は
消
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費
者
の
拡
散
的
利
益
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
二
〇
〇
八
年
政
治
憲
法
に
よ
り
、
消
費
者
保
護
手
続
及
び
損
害
賠
償
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
整
備
、
消
費
者
団
体
設
立
の
推
進
を
含
む
消
費
者
保
護
に
関
す
る
明
文
規
定
が
置
か
れ
た
（
九
二
条
）。

（
32
）　

ペ
ル
ー
で
は
、
一
九
九
三
年
民
事
訴
訟
法
典
八
二
条
に
よ
り
環
境
、
文
化
的
・
歴
史
的
財
産
、
消
費
者
に
関
す
る
「
拡
散
的
利
益
」

保
護
規
定
が
置
か
れ
、
検
察
庁
及
び
法
律
又
は
裁
判
官
が
認
め
る
非
営
利
団
体
に
そ
の
訴
訟
を
提
起
す
る
権
限
を
与
え
た
。
同
条
は
二
〇

〇
二
年
改
正
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
や
先
住
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
も
原
告
適
格
を
付
与
し
た
。
同
じ
く
一
九
九
三
年
制
定
の
憲
法
六
五

条
の
下
、
消
費
者
及
び
利
用
者
の
利
益
の
保
護
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
一
〇
年
消
費
者
保
護
法
典
（Código de Protección 

y D
efensa del Consum

idor

）（
法
律
第29.571

号
）
第
六
編
「
消
費
者
の
集
団
的
保
護
」（
一
二
八
条
～
一
三
一
条
）
に
お
い
て
、

拡
散
的
利
益
及
び
集
合
的
利
益
の
保
護
に
関
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
33
）　

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
で
は
、
一
九
九
九
年
制
定
の
現
行
憲
法
に
お
い
て
、
個
別
的
権
利
、
集
合
的
権
利
及
び
拡
散
的
権
利
保
護
の
た
め
の
司

法
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
保
障
す
る
旨
の
規
定
が
置
か
れ
た
（
二
六
条
）。
こ
の
憲
法
の
定
め
に
基
づ
い
て
、「
製
品
及
び
役
務
へ
の
ア
ク
セ
ス

に
お
け
る
人
々
の
保
護
法
（Ley para la D

efensa de las Personas en el A
cceso a los Bienes y Servicios: Ley 

D
EPA

BIS

）」、「
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
及
び
電
子
的
手
段
に
お
け
る
社
会
責
任
法
（Ley de Responsabilidad Social en Radio, 

T
elevisión y M

edios Electrónicos: Ley RESPO
RT

E

）」、「
市
町
村
公
権
力
組
織
法
（Ley O

rgánica del Poder Público 
M

unicipal: LO
PPM

）」
及
び
「
司
法
最
高
裁
判
所
組
織
法
（Ley O

rgánica del T
ribunal Suprem

o de Justicia: LO
T

SJ

）」
と

い
っ
た
各
種
特
別
法
に
よ
っ
て
具
体
的
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

（
34
）　

ウ
ル
グ
ア
イ
で
は
、
一
九
八
八
年
一
般
訴
訟
法
典
四
二
条
に
お
い
て
拡
散
的
利
益
（
及
び
集
合
的
利
益
）
の
場
合
の
代
表
訴
訟
に
関

す
る
定
め
が
あ
り
、
検
察
庁
、
あ
ら
ゆ
る
利
害
関
係
人
及
び
法
律
又
は
裁
判
所
が
認
め
る
機
関
や
団
体
に
原
告
適
格
を
認
め
て
い
た
。
同

法
典
二
二
〇
条
で
は
、
拡
散
的
利
益
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て
言
い
渡
さ
れ
た
判
決
の
既
判
力
に
つ
い
て
、
証
拠
不
十
分
に
よ
る
棄
却
の
場

合
を
除
き
、
一
般
的
効
果
（eficacia general

）
を
有
す
る
と
定
め
て
い
た
。
な
お
、
証
拠
不
十
分
に
よ
る
棄
却
の
場
合
は
、
他
の
原
告

適
格
を
有
す
る
者
が
改
め
て
新
訴
を
提
起
し
得
る
こ
と
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
三
月
三
〇
日
付
法
律
第16.112

号
六
条
に

よ
り
、
一
般
訴
訟
法
典
四
二
条
所
定
の
訴
訟
を
提
起
す
る
者
と
し
て
、「
住
居
、
地
域
整
備
及
び
環
境
省
（M

inisterio de V
ivienda, 

O
rdenam

ineto T
erritorial y M

edio A
m

biente

）」
が
追
加
さ
れ
た
。
同
様
に
、
二
〇
〇
四
年
の
法
律
第17.823

号
で
あ
る
児
童
青

少
年
法
典
（Código de la N

iñez y la A
dolescencia

）
で
は
、
児
童
及
び
青
少
年
の
権
利
保
護
に
対
す
る
一
般
訴
訟
法
典
四
二
条
の
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適
用
を
明
文
化
し
た
。
こ
の
他
、
一
九
九
四
年
一
月
一
九
日
付
（
法
律
第16.466

号
）
環
境
的
影
響
評
価
法
（Ley de Evaluación 

del Im
pacto A

m
biental

）、
二
〇
〇
〇
年
八
月
一
一
日
付
（
法
律
第17.250

号
）
消
費
関
係
法
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
二
八
日
付

（
法
律
第17.283

号
）
環
境
保
護
法
及
び
ア
ン
パ
ー
ロ
訴
訟
法
（
法
律
第16.011

号
）
に
集
団
的
保
護
に
関
す
る
直
接
的
、
間
接
的
な
規

定
が
存
在
す
る
。
な
お
、
一
般
訴
訟
法
典
四
二
条
所
定
の
原
告
適
格
者
に
関
し
、
検
察
庁
は
ブ
ラ
ジ
ル
ほ
ど
活
発
な
働
き
を
し
て
い
な
い

点
、
ま
た
、
裁
判
所
が
認
め
る
機
関
や
団
体
に
つ
い
て
は
、
消
費
関
係
法
四
二
条
Ｅ
号
の
下
で
、
消
費
者
団
体
は
民
事
団
体
と
し
て
設
立

さ
れ
た
法
人
で
、
消
費
者
保
護
分
野
局
（D

irección del Á
rea D

efensa del Consum
idor

）
に
登
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要

す
る
点
を
指
摘
し
得
る
。
た
だ
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
が
認
め
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
消
費
関
係
法
四
二
条
Ｅ
号
の
要

件
を
満
た
す
必
要
は
な
く
、
法
人
格
が
な
く
て
も
よ
い
し
、
消
費
者
保
護
分
野
局
の
登
録
も
必
要
な
い
と
す
る
学
説
（
多
数
説
）
が
あ
る
。

（
35
）　

ド
イ
ツ
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
山
本
・
前
掲
書
（
注
4
）、
五
二
頁
以
下
、
及
び
、
イ
ン
ゴ
・
ゼ
ン
ガ
ー
／
宗
田
貴
行
訳
「
集
団
的

権
利
救
済
」
中
田
邦
博
、
鹿
野
菜
穂
子
編
『
消
費
者
法
の
現
代
化
と
集
団
的
権
利
保
護
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
四
三
三
頁
以

下
参
照
。

（
36
）　

ス
ペ
イ
ン
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
民
事
訴
訟
法
に
よ
り
集
団
訴
訟
制
度
が
導
入
さ
れ
、
そ
の
対
象
範
囲
は
消
費
者
に
限
定
さ
れ
る
。
同

法
の
二
〇
〇
七
年
改
正
に
よ
り
、
男
女
平
等
に
関
す
る
権
利
の
保
護
の
た
め
、
労
働
組
合
等
へ
の
原
告
適
格
付
与
を
認
め
る
規
定
が
置
か

れ
た
（
一
一
条bis

）。

（
37
）　

フ
ラ
ン
ス
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
山
本
・
前
掲
書
（
注
4
）、
六
三
頁
以
下
参
照
。

（
38
）　

イ
タ
リ
ア
消
費
法
典
に
関
し
て
、
谷
本
圭
子
「
イ
タ
リ
ア
消
費
法
典
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
中
田
、
鹿
野
編
・
前
掲
書
（
注
35
）、

三
二
七
頁
以
下
。

（
39
）　

メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
集
団
的
保
護
の
対
象
範
囲
は
、
消
費
者
及
び
環
境
に
関
す
る
紛
争
に
限
定
さ
れ
て
い
る
（
連
邦
民
事
訴
訟
法
典

五
七
八
条
）。

（
40
）　

パ
ラ
グ
ア
イ
で
は
、
一
九
九
八
年
消
費
者
利
用
者
保
護
法
（
法
律
第1334/98

号
）
の
第
五
章
「
消
費
者
の
権
利
の
裁
判
上
の
保

護
」
に
集
団
訴
訟
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
適
用
範
囲
は
消
費
者
分
野
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

（
41
）　

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
で
は
、
特
別
法
で
あ
る
「
製
品
及
び
役
務
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
お
け
る
人
々
の
保
護
法
（Ley para la D

efensa de las 
Personas en el A

cceso a los Bienes y Servicios: Ley D
EPA

BIS

）」
及
び
「
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
及
び
電
子
的
手
段
に
お
け
る
社
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会
責
任
法
（Ley de Responsabilidad Social en Radio, T

elevisión y M
edios Electrónicos: Ley RESPO

RT
E

）」
に
よ
り
規

律
さ
れ
る
範
囲
、
す
な
わ
ち
、
主
に
消
費
者
分
野
に
限
ら
れ
る
。

（
42
）　

チ
リ
で
は
、
一
九
九
七
年
消
費
者
保
護
法
（
一
九
九
七
年
三
月
七
日
付
法
律
第19.496

号
）
の
二
〇
〇
四
年
改
正
法
（
二
〇
〇
四

年
七
月
一
四
日
付
法
律
第19.955

号
）
に
集
団
訴
訟
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
集
団
的
保
護
の
対
象
利
益
の
三
種
別
（
五
〇
条
）、
消
費
者

団
体
（
五
一
条
一
項
ｂ
号
）
だ
け
で
な
く
、
行
政
機
関
で
あ
る
国
家
消
費
者
サ
ー
ビ
ス
（Servicio N

acional del Consum
idor

）
へ

の
原
告
適
格
付
与
が
な
さ
れ
る
（
五
一
条
一
項
ａ
号
）。
た
だ
し
、
原
告
適
格
と
し
て
の
消
費
者
団
体
は
六
カ
月
以
上
前
に
設
立
さ
れ
た

団
体
で
あ
っ
て
、
提
訴
に
あ
た
っ
て
は
総
会
決
議
を
要
す
る
こ
と
（
五
一
条
一
項
ｂ
号
）、
同
種
個
別
的
利
益
の
場
合
は
最
低
五
〇
名
以

上
の
被
害
者
集
団
が
原
告
適
格
を
有
す
る
こ
と
（
同
ｃ
号
）
な
ど
の
点
で
ブ
ラ
ジ
ル
法
と
異
な
っ
て
い
る
。

（
43
）　

メ
キ
シ
コ
で
は
、
二
〇
一
〇
年
に
、
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
政
治
憲
法
（Constitución Política de los Estados U

nidos 
M

exicanos

）
一
七
条
に
新
し
く
第
三
項
を
設
け
て
、
集
団
訴
訟
を
規
律
す
る
法
律
を
整
備
す
る
旨
の
宣
言
規
定
が
置
か
れ
た
。
翌
二
〇

一
一
年
、
連
邦
民
事
訴
訟
法
典
が
改
正
さ
れ
、
新
規
に
第
五
巻
（Libro Q

uinto

）「
集
団
訴
訟
（D

e las A
cciones Colectivas

）」

（
五
七
八
条
～
六
二
六
条
）
が
設
け
ら
れ
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
法
に
倣
い
、
三
種
類
の
集
団
的
保
護
の
対
象
利
益
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
五
八

一
条
）。
原
告
適
格
と
し
て
は
、
連
邦
消
費
者
保
護
局
（Procuraduría Federal de Protección al Consum

idor

）、
連
邦
環
境
保

護
局
（Procuraduría Federal de Protección al A

m
biente

）
等
の
国
家
機
関
の
他
（
五
八
五
条
一
号
）、
最
低
三
〇
名
の
メ
ン

バ
ー
か
ら
な
る
集
団
の
共
通
代
表
（
同
二
号
）、
法
定
要
件
を
満
た
し
た
民
間
団
体
（
同
三
号
）
及
び
共
和
国
検
事
総
長
（
同
四
号
）
を

認
め
て
い
る
。
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
及
び
環
境
に
関
す
る
紛
争
に
限
定
さ
れ
て
い
る
（
五
七
八
条
）。

（
44
）　

パ
ラ
グ
ア
イ
で
は
、
一
九
九
八
年
消
費
者
利
用
者
保
護
法
（
法
律
第1334/98

号
）
の
第
五
章
「
消
費
者
の
権
利
の
裁
判
上
の
保

護
」
に
集
団
訴
訟
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
集
団
的
保
護
の
対
象
と
な
る
利
益
（
四
三
条
一
項
）
は
、
拡
散
的
利
益
（
四
四

条
）
及
び
集
合
的
利
益
（
四
条
ｉ
号
）
で
あ
り
、
原
告
適
格
と
し
て
、
消
費
者
又
は
利
用
者
、
四
五
条
～
四
七
条
所
定
の
法
定
要
件
を
満

た
す
消
費
者
団
体
、
公
的
機
関
及
び
共
和
国
検
察
庁
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
四
三
条
二
項
）。
い
わ
ゆ
る
同
種
個
別
的
利
益
に
つ
い
て
は
、

損
害
を
被
っ
た
消
費
者
及
び
利
用
者
に
よ
っ
て
の
み
賠
償
請
求
訴
訟
の
提
起
が
可
能
で
あ
る
（
四
三
条
三
項
）。

（
45
）　

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
で
は
、
一
九
九
九
年
制
定
の
現
行
憲
法
に
お
い
て
、
個
別
的
権
利
、
集
合
的
権
利
及
び
拡
散
的
権
利
保
護
の
た
め
の
司

法
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
保
障
す
る
旨
の
規
定
が
置
か
れ
た
（
二
六
条
）。
二
〇
一
〇
年
の
司
法
最
高
裁
判
所
組
織
法
（Ley O

rgánica del 
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）
一
四
六
条
か
ら
一
六
六
条
に
集
団
訴
訟
の
手
続
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
原
告
適
格
に
関
す
る
明
文
規
定
は
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
憲
法
及
び
司
法
最
高
裁
判
所
組
織
法
の
解
釈
か
ら
、
①
人
民
弁
護
官

（D
efensor del Pueblo

）、
②
当
該
目
的
の
た
め
に
法
律
に
よ
り
特
に
指
名
さ
れ
た
国
家
機
関
、
③
損
害
を
被
っ
た
グ
ル
ー
プ
と
の
関

係
性
を
証
明
し
か
つ
惹
起
さ
れ
た
損
害
を
被
っ
た
あ
ら
ゆ
る
者
、
④
主
張
す
る
利
益
と
の
関
係
性
を
証
明
す
る
民
間
団
体
、
が
認
め
ら
れ

て
い
る
（
判
例
・
学
説
）。

（
46
）　

ブ
ラ
ジ
ル
消
費
者
保
護
法
典
九
二
条
で
は
、「
検
察
庁
が
訴
訟
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
法
律
の
監
督
者
と
し
て
行
動
す
る
」
と
定
め

る
。

（
47
）　

チ
リ
消
費
者
保
護
法
五
一
条
一
項
で
は
原
告
適
格
を
定
め
て
い
る
が
、
原
告
適
格
を
列
挙
し
た
後
に
、「
裁
判
所
は
、
被
告
へ
の
通

知
を
行
う
の
み
な
ら
ず
、
国
家
消
費
者
サ
ー
ビ
ス
（Servicio N

acional del Consum
idor

）
が
提
訴
者
で
な
い
場
合
は
、
当
該
国
家

消
費
者
サ
ー
ビ
ス
へ
の
通
知
を
命
じ
る
」
と
定
め
る
。

（
48
）　

ポ
ル
ト
ガ
ル
消
費
者
保
護
法
（Lei de D

efesa do Consum
idor

）（
法
律
第24/96

号
）
二
〇
条
で
は
、「
消
費
者
の
同
種
個
別

的
利
益
、
集
合
的
又
は
拡
散
的
利
益
の
保
護
に
係
る
行
政
及
び
民
事
訴
訟
に
介
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
法
の
適
用
範
囲
内
及
び
各
管
轄

内
で
の
消
費
者
の
保
護
を
図
る
こ
と
も
検
察
庁
の
任
務
で
あ
る
」
と
定
め
て
い
る
。

（
49
）　

ウ
ル
グ
ア
イ
一
般
訴
訟
法
典
四
三
条
で
も
、
当
事
者
の
指
名
又
は
裁
判
所
の
職
権
に
よ
る
検
察
官
の
選
任
に
関
し
て
定
め
ら
れ
て
い

る
。

（
50
）　

ウ
ル
グ
ア
イ
一
般
訴
訟
法
典
四
二
条
で
は
、
社
会
的
利
益
団
体
は
、
法
律
又
は
裁
判
所
の
裁
判
に
従
い
、
そ
の
利
益
の
適
切
な
保
護

を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
裁
判
所
の
裁
判
に
従
う
場
合
に
は
、
拡
散
的
利
益
の
権
利
者
又
は
代
表
者
で

あ
る
か
否
か
、
代
表
す
る
グ
ル
ー
プ
に
そ
の
利
益
が
共
通
す
る
か
否
か
、
技
術
的
専
門
性
及
び
道
徳
性
に
よ
り
当
該
利
益
の
適
切
な
保
護

を
保
障
し
得
る
か
否
か
が
吟
味
さ
れ
、
否
定
さ
れ
れ
ば
、
訴
え
却
下
（
一
般
訴
訟
法
典
一
一
九
条
二
号
）
と
な
る
。
ま
た
、
第
一
回
口
頭

弁
論
時
（
同
一
三
三
条
九
項
及
び
三
四
一
条
五
項
）
に
お
い
て
被
告
が
原
告
適
格
の
欠
如
の
抗
弁
を
主
張
す
る
場
合
も
あ
る
。

（
51
）　

メ
キ
シ
コ
連
邦
民
事
訴
訟
法
典
五
八
六
条
で
も
「
代
表
の
適
切
性
」
要
件
を
明
文
で
規
定
し
て
い
る
。
同
条
に
よ
れ
ば
、
裁
判
上
の

集
団
的
利
益
の
保
護
に
お
い
て
勤
勉
、
熟
達
及
び
誠
実
さ
を
も
っ
て
行
動
す
る
こ
と
（
一
号
）、
利
益
相
反
状
況
に
な
い
こ
と
（
二
号
）、

軽
薄
又
は
無
分
別
な
拡
散
的
、
集
合
的
又
は
同
種
個
別
的
訴
訟
を
提
起
し
な
い
こ
と
又
は
繰
り
返
し
提
起
し
た
こ
と
が
な
い
こ
と
（
三
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号
）、
営
利
、
選
挙
、
宗
教
勧
誘
、
不
当
競
争
又
は
投
機
的
な
目
的
を
有
す
る
拡
散
的
、
集
合
的
又
は
同
種
個
別
的
訴
訟
を
提
起
し
な
い

こ
と
（
四
号
）、
連
邦
民
法
典
の
定
め
に
従
い
、
以
前
の
集
団
訴
訟
に
お
い
て
未
熟
、
悪
意
又
は
不
注
意
に
よ
り
行
動
し
な
か
っ
た
こ
と

（
五
号
）
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
。

（
52
）　

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
、
二
〇
〇
九
年
ア
ラ
ビ
事
件
最
高
裁
判
所
判
決
（CSJN

, en autos: 

“Halabi, Ernesto c. P.E.N
. Ley 

25.873 D
T

O
. 1563/04, A

R/JR/182/2009

）
に
お
い
て
、「
あ
ら
ゆ
る
集
団
訴
訟
の
形
式
的
認
証
に
は
、
損
害
を
受
け
た
グ
ル
ー
プ
又

は
集
団
の
明
確
な
本
人
確
認
、
そ
の
代
表
を
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
適
性
、
及
び
、
個
人
的
側
面
を
超
え
た
、
全
集
団
に
共
通
か
つ

同
種
的
な
事
実
問
題
及
び
法
律
問
題
を
含
む
要
因
の
存
在
と
い
っ
た
、
そ
の
実
現
の
た
め
の
一
定
の
基
本
的
な
ポ
イ
ン
ト
の
確
認
が
必
要

で
あ
る
と
い
う
の
が
当
裁
判
所
の
理
解
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
、
代
表
の
適
切
性
に
関
す
る
法
律
規
定
を
欠
く
た
め
に
、
裁
判

官
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る
し
か
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
53
）　

二
〇
〇
四
年
改
正
消
費
者
保
護
法
五
一
条
七
項
で
は
、
裁
判
官
の
判
断
で
弁
護
士
の
活
動
が
裁
判
の
通
常
の
進
行
を
遅
ら
せ
て
い
る

と
評
価
で
き
る
と
き
に
、
当
該
裁
判
の
当
事
者
で
あ
る
原
告
適
格
を
有
す
る
者
に
対
し
て
、
一
〇
日
以
内
に
そ
の
弁
護
士
の
中
か
ら
共
通

代
理
人
を
指
名
す
る
よ
う
に
要
請
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
同
項
で
は
、
集
団
的
又
は
拡
散
的
利
益
の
代
表
が
消
費
者
の
利

益
を
有
効
に
保
護
す
る
た
め
に
適
切
で
は
な
い
場
合
、
裁
判
官
が
、
職
権
又
は
当
事
者
の
請
求
に
よ
り
、
裁
判
上
の
委
任
を
撤
回
で
き
る

旨
を
定
め
て
い
る
。

（
54
）　

一
九
九
八
年
民
衆
訴
訟
及
び
グ
ル
ー
プ
訴
訟
法
（Ley 472/1998 A

cciones Populares y de Grupo

）
四
九
条
で
は
、
グ
ル
ー

プ
訴
訟
の
追
行
に
あ
た
り
弁
護
士
が
必
要
で
あ
り
、
複
数
の
弁
護
士
に
依
頼
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
委
員
会
が
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
ま
た
、
被
害
者
の
最
大
数
を
代
表
す
る
者
を
裁
判
官
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
及
び
グ
ル
ー
プ
の
法
定
代
理
人
と
し
て
認
め
る
こ
と

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
法
五
二
条
に
お
い
て
請
求
の
要
件
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
に
「
本
法
三
条
及
び
四
九
条
に
従

い
グ
ル
ー
プ
訴
訟
の
根
拠
に
関
す
る
正
当
性
」（
六
号
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
55
）　

山
本
・
前
掲
書
（
注
4
）、
七
六
頁
。

（
56
）　

オ
ラ
ン
ダ
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
長
谷
部
由
紀
子
「
オ
ラ
ン
ダ
の
集
合
的
和
解
制
度
の
概
要
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
一
三
号
・
九
一
四
号
（
二

〇
〇
九
年
）、
及
び
、
山
本
・
前
掲
書
（
注
4
）、
五
七
頁
以
下
参
照
。

（
57
）　

ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
、
消
費
者
保
護
法
の
下
で
の
差
止
訴
訟
の
他
に
、
一
九
九
五
年
民
衆
訴
訟
法
（
法
律
第83/95

号
）
の
下
で
の
民
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衆
訴
訟
と
い
う
形
態
の
集
団
的
利
益
の
保
護
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
消
費
者
の
超
個
人
的
利
益
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
当
該
民
衆
訴
訟
法

の
下
で
の
民
衆
訴
訟
に
よ
る
保
護
を
求
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
消
費
者
保
護
法
一
三
条
ｂ
号
で
は
、
民
衆
訴
訟
法
の
定
め
に
従
い
、

直
接
の
被
害
者
で
は
な
い
消
費
者
及
び
消
費
者
団
体
の
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
民
衆
訴
訟
法
三
条
で
は
、
原
告
適
格
を
有
す
る

団
体
で
あ
る
た
め
に
は
、
法
人
格
（
ａ
号
）、
定
款
目
的
に
当
該
利
益
の
保
護
を
明
文
で
含
む
こ
と
（
ｂ
号
）、
企
業
又
は
自
由
業
と
競
合

す
る
職
業
活
動
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
（
ｃ
号
）
と
い
う
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
。

（
58
）　

二
〇
〇
一
年
拡
散
的
利
益
又
は
集
団
的
権
利
の
司
法
的
保
護
法
（Ley sobre A

m
paro Judicial de Intereses D

ifusos o 
D

erechos Colectivos

）（
法
律
第5.034

号
）
九
条
で
は
、
四
八
時
間
以
内
に
裁
判
官
が
原
告
適
格
を
有
す
る
者
の
認
証

（adm
isibilidad

）
を
行
う
と
定
め
て
い
る
（
一
項
）。
当
該
認
証
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、
一
〇
日
以
内
に
検
察
官
が
訴
訟
追
行
す

る
か
否
か
を
決
定
す
る
（
九
条
二
項
、
三
項
）。

（
59
）　

山
本
・
前
掲
書
（
注
4
）、
五
三
～
五
四
頁
。

（
60
）　

一
九
九
八
年
民
衆
訴
訟
及
び
グ
ル
ー
プ
訴
訟
法
（
法
律
第472/1998

号
）
五
六
条
に
よ
れ
ば
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
方

式
か
。
判
決
前
の
段
階
で
、
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
が
判
決
や
和
解
の
効
果
を
受
け
た
く
な
い
場
合
は
、
訴
状
送
達
期
間
満
了
か
ら
五
日

以
内
に
除
外
の
意
思
表
示
を
行
う
必
要
が
あ
る
（
五
六
条
ａ
号
）。
判
決
後
の
段
階
で
は
、
そ
の
者
の
利
益
が
グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
に

よ
っ
て
適
切
に
提
示
さ
れ
て
い
な
い
か
又
は
通
知
に
重
大
な
錯
誤
が
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
場
合
に
、
判
決
効
の
影
響
を
受
け
な
い

（
五
六
条
ｂ
号
）。
判
決
は
訴
訟
の
当
事
者
、
及
び
、
グ
ル
ー
プ
に
所
属
し
て
い
な
が
ら
、
グ
ル
ー
プ
及
び
訴
訟
の
結
果
か
ら
の
除
外
の
決

定
を
適
切
か
つ
明
示
的
に
表
明
し
な
か
っ
た
者
に
関
し
て
既
判
力
を
有
す
る
（
六
六
条
）。

　

な
お
、
同
法
六
五
条
四
号
で
は
、
日
刊
新
聞
に
お
け
る
判
決
の
抜
粋
の
一
度
の
み
の
公
告
か
ら
二
〇
日
以
内
に
訴
訟
に
参
加
し
な
か
っ

た
利
害
関
係
人
が
損
害
賠
償
請
求
を
裁
判
所
に
申
し
出
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
61
）　

山
本
・
前
掲
書
（
注
4
）、
七
七
～
七
九
頁
。

（
62
）　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
山
本
・
前
掲
書
（
注
4
）、
五
四
頁
参
照
。

（
63
）　

デ
ン
マ
ー
ク
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
上
原
敏
夫
「
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
け
る
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
（
集
団
訴
訟
制
度
）
の
概
要
」
Ｎ
Ｂ

Ｌ
九
一
七
号
・
九
一
八
号
（
二
〇
〇
九
年
）、
及
び
、
山
本
・
前
掲
書
（
注
4
）、
五
五
頁
以
下
参
照
。

（
64
）　

三
木
浩
一
「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
お
け
る
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
（
集
団
訴
訟
制
度
）
の
概
要
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
一
五
号
・
九
一
六
号
（
二
〇
〇
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九
年
）、
山
本
・
前
掲
書
（
注
4
）、
五
四
頁
以
下
参
照
。

（
65
）　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
オ
プ
ト
イ
ン
方
式
は
、
オ
プ
ト
イ
ン
型
の
中
で
は
最
も
洗
練
さ
れ
た
制
度
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
山
本
・
前
掲
書

（
注
4
）、
五
四
頁
）。

（
66
）　

日
本
で
は
「
中
南
米
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
地
理
的
に
メ
キ
シ
コ
は
北
米
に
属
す
る
し
、
カ
リ
ブ
海
諸
国
も
含
ま
れ
ず
、

厳
密
に
は
正
確
性
を
欠
く
表
現
で
あ
る
。
国
連
で
は
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
イ
ベ
ロ
ア
メ
リ
カ
」

と
い
う
表
現
は
、
ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
自
身
も
含
め
る
点
で
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
」
と
異
な
る
。

（
67
）　

前
掲
注
（
60
）
参
照
。

（
68
）　

ポ
ル
ト
ガ
ル
に
お
い
て
同
種
個
別
的
利
益
の
保
護
を
定
め
る
一
九
九
六
年
消
費
者
保
護
法
に
は
、
そ
の
既
判
力
に
関
す
る
規
定
が
置

か
れ
て
い
な
い
。
一
九
八
五
年
約
款
デ
ク
レ
ト
（D

L

第446/85

号
）
三
二
条
で
は
、
濫
用
条
項
の
無
効
に
関
す
る
認
容
判
決
の
効
力

を
定
め
て
お
り
、
差
止
訴
訟
で
敗
訴
し
た
被
告
と
の
関
係
で
、
禁
止
さ
れ
た
約
款
を
含
む
契
約
の
当
事
者
た
る
者
は
、
い
つ
で
も
、
そ
の

利
益
の
た
め
に
、
差
止
訴
訟
判
決
に
お
け
る
条
項
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
る
（
二
項
）。

（
69
）　

二
〇
〇
一
年
拡
散
的
利
益
又
は
集
団
的
権
利
の
司
法
的
保
護
法
（Ley sobre A

m
paro Judicial de Intereses D

ifusos o 
D

erechos Colectivos

）（
法
律
第5.034
号
）
二
〇
条
で
は
、
訴
訟
に
参
加
し
た
当
事
者
全
員
に
対
し
て
判
決
の
既
判
力
が
及
ぶ
と
定

め
ら
れ
て
い
る
。
二
一
条
で
は
、「
当
事
者
に
よ
る
本
事
案
に
基
づ
く
残
余
の
請
求
を
害
す
る
こ
と
な
く
、
棄
却
判
決
の
通
知
か
ら
起
算

し
て
最
大
二
年
以
内
に
、
原
告
が
自
己
に
帰
責
性
の
な
い
事
由
に
よ
り
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
新
証
拠
を
提
示
す
る
場
合
に
の
み
、
集
団

的
保
護
訴
訟
が
再
開
さ
れ
る
」
と
定
め
る
。

　

な
お
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
リ
オ
ネ
グ
ロ
州
の
一
九
九
四
年
法
律
第
二
七
七
九
号
一
八
条
（
既
判
力
）、
一
九
条
（
新
証
拠
に
基
づ
く
集

団
的
保
護
訴
訟
の
再
開
）
も
同
様
の
規
定
の
た
め
、
同
一
ル
ー
ル
か
。

�

（
訳
注　

前
田
美
千
代
）

〔
付�

記
1
〕　

ア
ダ
・
ペ
レ
グ
リ
ー
ニ
＝

グ
リ
ノ
ー
ヴ
ェ
ル
教
授
は
、
二
〇
一
七
年
七
月
一
三
日
に
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
法

学
部
と
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
の
学
術
交
流
を
長
期
間
支
え
て
こ
ら
れ
た
学
恩
に
深
く
感
謝
し
、
心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ

ま
す
。
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〔
付�

記
2
〕　

本
研
究
は
二
〇
一
六
年
度
慶
應
義
塾
大
学
学
事
振
興
資
金
（
共
同
研
究
）「
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
消
費
者
被
害
救
済
の
た
め
の

制
裁
的
な
金
銭
支
払
制
度
の
研
究
」、
二
〇
一
七
年
度
慶
應
義
塾
大
学
学
事
振
興
資
金
（
共
同
研
究
）「
メ
キ
シ
コ
及
び
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

の
集
団
訴
訟
に
関
す
る
法
制
度
と
運
用
実
態
の
比
較
研
究
」、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費JP16H

03574, JP25870721, JP21730092, 
JP18K

01224

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。




